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① 専門分野との有機的連関を有
する幅広い教養、外国語による
コミュニケーション能力、情報
活用能力、プレゼンテーション
能力を高めるため、平成18年度
から教養教育カリキュラムを全
面的に改定する。英語について
は、先行的に平成17年度から実
用英語科目を導入する。

① 　平成18年度からの教養教育カ
リキュラム全面改定に向け、大
学教育センター会議において素
案を作成する。

① 　現行カリキュラムの英語Ⅱに
実用英語科目を導入し、平成18
年度からの新カリキュラム実施
に向けて準備を進める。

① 　新カリキュラム「全学教育科
目」が、専門教育と有機的連関
を保ちながら、学士課程全般を
通じて履修可能な内実のあるも
のとなるよう、着実に実施する
とともに、継続的な改善のサイ
クルを始動させる。

① 　新カリキュラム「全学教育科
目」を着実に実施するととも
に、成果の検証のしくみを検討
する。

① 　平成19年度に学長裁量経費で
取り組んだ「導入期教育の総合
的構築」の研究成果を基に、導
入教育カリキュラム、特に「新
入生セミナー」の授業内容の改
善案を組織的に策定する。

① 　大学教育センターにおいて、
平成18年度に導入した新カリ
キュラム｢全学教育科目｣が、専
門分野と有機的連関が保たれて
いるか検証し、改善点を明らか
にする。

② 　大学教育センター企画・マネ
ジメント部門の協力の下に、各
学部固有の教育の特色を生かし
た教育計画を策定する。

③ 　大学教育センター企画・マネ
ジメント部門の協力の下に、各
学部固有の教育の特色を生かし
た教育計画の策定に向けた準備
を開始する。

② 　各学部固有の教育の特色を生
かした教育カリキュラム案を策
定する。

② 　大学教育センター企画･マネ
ジメント部門と学部との連携を
強化しつつ、各学部固有の教育
の特色を生かした教育計画を策
定する。

② 　大学教育センター企画･マネ
ジメント部門と学部との連携を
強化しつつ、各学部固有の教育
の特色を生かした教育計画の改
善を図る。

② 　平成20年度以降４か年間の計
画で、大学教育センターと学部
が連携し、フィールドワーク科
目や技術者養成のための科目
等、学部固有の特色を生かした
学際科目等の平成21年度開講を
目途に、検討する。

② 　大学教育センター企画･マネ
ジメント部門と学部との連携を
強化しつつ、各学部固有の
フィールドワーク及び技術者養
成等に関連する教育施策を行
う。

③ 　社会のさまざまな領域におい
て貢献することのできる、柔軟
な課題対応能力、対人関係能力
を育成する。

　 　 ③ 　フィールドワーク等、実体験
型教育、コミュニケーション教
育に配慮した教育の準備を進め
る。

③ 　全学教育科目において､
フィールドワーク､キャリア形
成科目を開設し､実体験型教育
やコミュニケーション能力向上
に配慮した教育を行う。

③ 　柔軟な課題対応能力、対人関
係能力を育成する実体験型教育
等の実績を踏まえつつ、継続的
発展のための検証を進める。

③ 　現代ＧＰ「技術者の実践対応
力育成カリキュラムの開発」等
のプロジェクトをすすめるとも
に、多様な実体験型教育を展開
する。

③ 　現代ＧＰ「技術者の実践対応
力育成カリキュラムの開発」等
のプロジェクトを進めるとも
に、多様な実体験型教育を展開
する。

④ 　企業や社会の要求に応えるこ
とのできる専門的知識・能力を
育成する。

　 　 ④ 　企業や社会の現代的ニーズに
対応した科目や高度な専門知識
を習得できる科目の充実を図
る。

④ 　企業や社会の現代的ニーズに
対応した科目や高度な専門知識
を習得できる科目の充実を図
る。

④ 　企業や社会の現代的ニーズに
対応した科目や高度な専門知識
を習得できる科目の一層の充実
を図る。

④ 　企業家講師による授業等、企
業や社会の現代的ニーズに対応
した科目や高度な専門知識を習
得できる科目を開講する。

④ 　企業家講師による授業等、企
業や社会の現代的ニーズに対応
した科目や高度な専門知識を習
得できる科目を開講する。

⑤ 　大学院へ進学し、引き続き研
究を続ける人材を養成する。

　 　 ⑤ 　大学院を見据えた学部教育に
ついて検討を始める。

⑤ 　大学院へ進学し、高度専門職
業人及び研究者となる人材を養
成する。

⑤ 　カリキュラムの改訂、卒業研
究指導の充実等により、大学院
へ進学し、高度専門職業人及び
研究者となる人材を養成する。

⑤ 　学部と大学院が連携したカリ
キュラムの構築、卒業研究指導
の充実等により、大学院へ進学
し、高度専門職業人及び研究者
となる人材を養成する。

⑤ 　カリキュラムの改善、卒業研
究指導の充実等により、大学院
へ進学し、高度専門職業人及び
研究者となる人材を養成する。

⑥ 　教育成果の検証に向けた研究
開発を行い、卒業生による評価
や就職先での評価等、多角的な
評価方法に基づいた検証システ
ムを導入する。

② 　教育成果の検証に向けた研究
開発を行い、卒業生による評価
や就職先での評価など、多角的
な評価方法に基づいた検証シス
テムの導入に向けた準備を開始
する。

⑥ 　評価会議と大学教育センター
との連携により、卒業生及び就
職先の評価による教育成果の検
証システムの平成18年度導入を
目途に基本設計を構築する。

⑥ 　多角的な評価方法に基づいた
検証システムを導入し、卒業
生、雇用主による評価を実施す
る。

⑥ 　多角的な評価方法に基づいた
検証システムを導入し、卒業
生、高等学校教員、雇用主等に
よる評価を実施し、フィード
バックの仕組みを検討する。

⑥ 　平成19年度に実施した卒業生
や雇用主等による教育成果にか
かる評価等を基に、多角的な評
価方法に基づいた教育成果の検
証システムを構築する。

⑥ 　ＧＰＡ制度の全学導入を図る
とともに、平成19年度に実施し
た教育目的の習得度等に関する
卒業生、企業等へのアンケー
ト・ヒアリング調査の結果を検
証し、評価の仕組みの改善を図
る。

⑦ 　平成18年度から導入する新し
い教養教育カリキュラムについ
て、平成21年度に外部評価を実
施する。

　 　 　 　 ⑦ 　全学教育科目の外部評価の実
施に向け、評価項目の設定とと
もに、資料・データの収集等に
ついて、検討を始める。

⑦ 　全学教育科目の外部評価の実
施に向け、評価項目の設定を行
う。

⑦ 　全学教育科目の外部評価の実
施に向け、大学教育センターに
おいて作成した「自己点検評価
書」に基づき、評価実施要綱等
を策定する。

⑦ 　平成20年度に実施した自己評
価・外部評価の結果を検証し、
教育内容・方法の改善等を検討
する。

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画

＜学士課程＞

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべき
措置

中　　期　　計　　画

１ 教育に関する目標を達成する
ための措置
（１）教育の成果に関する目標を
達成するための措置
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⑧ 　高度の専門的職業に必要な高

い能力を育成する。
　 　 ⑦ 　個別指導を充実させるほか、

実務経験者、企業研究者等によ
る指導を行い、高度な専門的知
識を習得させる。

⑧ 　個別指導を充実させるほか、
実務経験者、企業研究者等によ
る指導を行い、高度な専門的知
識を習得させる。

⑧ 　カリキュラムを充実させるほ
か、実務経験者等による指導
や、企業等による現場経験を通
じて、高度な専門的知識を習得
させる。

⑧ 　カリキュラムを充実させるほ
か、実務経験者等による指導
や、インターンシップ等による
現場経験を通じて、高度な専門
的知識を習得させる。

⑧ 　カリキュラムを充実させるほ
か、実務経験者等による指導
や、インターンシップ等による
現場経験を通じて、高度な専門
的知識を習得させる。

⑨ 　国際的水準の深い専門知識と
高い研究開発能力を育成する。

　 　 ⑧ 　国際学会･シンポジウムへの
参加･発表等を積極的に推進
し、国際的水準の高度な専門知
識を習得させ、研究開発能力の
向上に役立たせる。

⑨ 　国際学会・シンポジウムの企
画及び発表等を積極的に推進
し、国際的水準の高度な専門知
識を習得させ、研究開発能力の
向上に役立たせる。

⑨ 　国際学会・シンポジウムの企
画及び発表等を、国際交流セン
ターにおいて積極的に支援する
とともに、学生の参加を支援す
る仕組みを検討する。

⑨ 　英語による授業の導入促進
や、国際学会・シンポジウム等
への学生の参加を、国際交流セ
ンターにおいて積極的に支援す
る。

⑨ 　英語による授業の導入促進
や、国際学会・シンポジウム等
への学生の参加を、国際交流セ
ンターにおいて引き続き積極的
に支援する。

⑩ 　大学院教育に対する修了生に
よる評価や就職先での評価など
多角的な評価方法に基づいた検
証システムを導入する。

④ 　大学院教育に対する修了生に
よる評価や就職先での評価など
多角的な評価方法に基づいた検
証システム導入に向けての検討
を開始する。

⑨ 　評価会議において、卒業生及
び就職先の評価による教育成果
の検証システムの平成18年度導
入を目途に基本設計を構築す
る。

⑩ 　評価会議において、多角的な
評価方法に基づいた検証システ
ムを導入し、修了生、雇用主に
よる評価を実施する。

⑩ 　多角的な評価方法に基づいた
検証システムを導入し、修了
生、雇用主等による評価を実施
し、フィードバックの仕組みを
検討する。

⑩ 　平成19年度に実施した卒業生
や雇用主等による教育成果にか
かる評価等を基に、多角的な評
価方法に基づいた教育成果の検
証システムを構築する。

⑩ 　平成19年度に実施した教育目
的の習得度等に関する修了生、
企業等へのアンケート・ヒアリ
ング調査の結果を検証し、評価
の仕組みの改善等を検討する。

　 　

① 　各学部、研究科等の求める学
生像について広く情報を公開
し、それにふさわしい入試を実
施する。

① 　各学部、研究科等の求める学
生像について広く情報を公開
し、それにふさわしい入試を実
施する。

① 　各学部、研究科等の求める学
生像を明確にし、広く情報を公
開するとともに、それにふさわ
しい入試を実施する。

① 　各学部、研究科等の求める学
生像をアドミッション・ポリ
シーとして募集要項に明示し、
それにふさわしい入試を実施す
る。

① 　募集要項に明示された各学
部、研究科等のアドミッショ
ン・ポリシーにふさわしい入試
を実施する。

① 　入試・就職戦略検討ＷＧでの
問題提起を踏まえ、各学部、研
究科等のアドミッション・ポリ
シーの見直しを行い、これにふ
さわしい入試の改善方法を検討
する。

① 　各学部、研究科等の新たに策
定したアドミッション・ポリ
シーにふさわしい平成23年度入
試方法を策定する。

② 　全学入試センターを中心に、
受験生の量・質両面における確
保のための多様な対策を実施す
る。

② 全学入試センターを中心に、
優れた受験生を多数確保するた
めの多様な方策を講ずる。

② 全学入試センターを中心に、
専門高校からの推薦入試の拡充
等、受験生を多数確保するため
の対策を講ずる。

② 全学入試センターを中心に、
進学相談を充実させる等、優れ
た受験生を多数確保するための
対策を講ずる。

② 全学入試センターを中心に、
県内外の高校教員等を対象とし
た説明会や進学相談会を充実さ
せる等、優れた受験生を多数確
保するための対策を講ずる。

② 全学入試センターを中心に、
県内外の高校長協会及び教員等
を対象とした説明会や進学相談
会を充実させる等、優れた受験
生を多数確保するための対策を
講ずる。

② 全学入試センターを中心に、
県内外の高校長協会及び教員等
を対象とした説明会や進学相談
会を充実させる等、優れた受験
生を多数確保するための対策を
講ずる。

③ 　入試制度の多様化，入学機会
の拡充及び長期在学制度の導入
等により、留学生、社会人等を
含む多様な学生を受け入れる。

③ 　入試制度の多様化、入学機会
の拡充及び長期在学制度の導入
等により、留学生、社会人等を
含む多様な学生を受け入れる。

③ 　入試制度の多様化、入学機会
の拡充及び長期在学制度の導入
等により、留学生、社会人等を
含む多様な学生を受け入れる。

③ 　入試制度の多様化、入学機会
の拡充及び長期在学制度の活用
等により、社会人等を含む多様
な学生を受け入れる。また、留
学生受入を促進する入試制度の
導入を検討する。

③ 　入試制度の多様化、入学機会
の拡充及び長期在学制度の活用
等により、社会人等を含む多様
な学生を受け入れる。また、大
学院委員会を中心に渡日前選抜
試験制度を検討する。

③ 　入試制度の多様化、入学機会
の拡充及び長期在学制度の活用
等により、社会人等を含む多様
な学生を受け入れる。また、ア
ジアの留学生を対象に渡日前選
抜試験を実施する。

③ 　入試制度の多様化、入学機会
の拡充及び長期在学制度の活用
等により、社会人等を含む多様
な学生を受け入れる。また、ア
ジアの留学生を対象に渡日前選
抜試験を実施する。

④ 選抜制度別の入学生の学習状
況、進路等について追跡調査を
行い、選抜方法の改良と適正化
を図る。

④ 　選抜制度別の入学生の学習状
況、進路等について追跡調査を
行い、選抜方法の改良と適正化
を図る。

④ 　選抜制度別の入学生の学習状
況、進路等について追跡調査を
行い、選抜方法の改良と適正化
を図る。

④ 　選抜制度別の入学生の学習状
況、進路等について追跡調査を
行うとともに、多様な選抜制度
に対応した教育の充実を図り、
選抜方法を改良・適正化する。

④ 　入学者選抜方法研究会で行う
追跡調査がフィードバックされ
る仕組みを整備する。

④ 　入学者選抜方法研究会で行っ
た追跡調査の結果を基に、各学
部等において選抜方法の部分的
改善を図り、さらに平成23年度
以降の方向付けを行う。

④ 　平成24年度以降に予定されて
いる全国的入試改革に備え、各
学部等において、選抜方法の具
体的方針を検討する。

（２）入学者受け入れに関する目
標を達成するための措置

＜大学院課程＞
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① 　各授業における予復習の時間
を確実に確保できるカリキュラ
ム編成を行う。

① 　各授業における予復習の時間
を確実に確保できるカリキュラ
ム編成に向け、大学教育セン
ター及び各学部において素案を
作成する。

① 　共通科目シラバスに「予習復
習」に関する項目を設け、18年
度新カリキュラムに向けて、時
間割の編成作業等を進める。

① 　全学教育科目及び専門科目の
各授業で予習復習を徹底させ
る。

① 　全学教育科目及び専門科目の
各授業で、予習復習の徹底が可
能な仕組みを検討する。

① 　各授業で予復習を徹底させる
ほか、全学教育科目の年間履修
科目の上限を指定する「キャッ
プ制」の導入を検討する。

① 　全学教育科目の年間履修科目
のＧＰＡ制度導入を踏まえた
キャップ制の在り方について検
討する。

② 　高校教育との連携を考慮した
カリキュラムとするとともに、
理系科目については平成18年度
から高校教育を補完する授業科
目を開講する。

② 　高校教育との連携を考慮した
カリキュラム編成、高校教育を
補完する理系の授業科目開講に
向け素案を作成する。

② 　カリキュラム改正案及び高校
教育を補完する授業科目（理系
科目）を確定させ、18年度実施
に向けた準備を行う。

② 　高校教育との連携を考慮した
カリキュラムを実施するととも
に、今年度から開講される理系
基礎科目の充実を図る。

② 　高校教育との連携を考慮した
カリキュラムを実施するととも
に、理系基礎科目の充実を図
る。

② 　高校教育との連携を考慮した
カリキュラムを実施するととも
に、高校教育を補完する理数系
科目を充実させ、継続的に開講
する。

② 　高校教育との連携を考慮した
カリキュラムを実施するととも
に、高校教育を補完する理数系
科目を充実させ、継続的に開講
する。

③ 卒業後の進路をふまえた教育
プログラムを導入し、インター
ンシップを積極的に取り入れ
る。

③ 　卒業後の進路をふまえた教育
プログラムを導入し、インター
ンシップを積極的に取り入れ
る。

③ 　卒業後の進路をふまえた教育
プログラムにより、インターン
シップを積極的に取り入れる。

③ 　卒業後の進路をふまえた教育
プログラムにより、インターン
シップを積極的に取り入れ、全
学部での導入を目指す。

③ 　卒業後の進路をふまえた教育
プログラムにより、インターン
シップを積極的に取り入れ、全
学部での導入を目指す。

③ 　卒業後の進路をふまえた教育
プログラムにより、インターン
シップを積極的に取り入れる。
理学部においては、平成21年度
からの３年次専門科目としての
導入に向け、準備を行う。

③ 　卒業後の進路をふまえた教育
プログラムを導入し、インター
ンシップ科目の成果の検証を行
う。

④ 　学部4年で卒業する者、修士
課程まで進学する者の双方を考
えた学部・修士課程における教
育の体系的カリキュラムを開発
する。

④ 　学部4年で卒業する者、修士
課程まで進学する者の双方を考
えた学部・修士課程における総
合的教育プログラムを開発す
る。

④ 　教育検討会議及び各学部にお
いて、総合的教育プログラムの
検討を進める。

④ 　各学部の教育目標に即して、
学士課程教育と大学院教育の連
携に配慮した教育プログラムを
策定する。

④ 　各学部の教育目標に即して、
学士課程教育と大学院教育の連
携に配慮した教育プログラムを
策定・実施する。

④ 　各学部の教育目標に即して、
学士課程教育と大学院教育の関
連に配慮した教育プログラムを
策定・実施する。

④ 　各学部の教育目標に即して、
学部４年で卒業する者、修士課
程まで進学する者の双方を考え
た学部・修士課程における総合
的カリキュラムを策定する。

⑤ 　国際的通用性・共通性を有す
るカリキュラム編成に努めると
ともに、国際標準がある分野で
は教育目的に合致する限り、積
極的に認定を受ける。

⑤ 　国際的通用性・共通性を有す
るカリキュラム編成に努めると
ともに、国際標準がある分野で
は教育目的に合致する限り、積
極的に認定を受ける。

⑤ 　国際的通用性・共通性を有す
るカリキュラム編成に努めると
ともに、国際標準がある分野で
は教育目的に合致する限り、積
極的に認定を受ける。

⑤ 　国際的通用性・共通性を有す
るカリキュラム編成に努めると
ともに、国際標準がある分野で
は教育目的に合致する限り、積
極的に認定を受ける。

⑤ 　国際的通用性・共通性を有す
るカリキュラム編成に努めると
ともに、国際標準がある分野で
は教育目的に合致する限り、積
極的に認定を受ける。

⑤ 　国際的通用性・共通性を有す
るカリキュラム編成に努めると
ともに、既に導入しているＪＡ
ＢＥＥのほか、国際標準がある
分野では教育目的に合致する限
り、積極的に認定を受ける。

⑤ 　国際的通用性・共通性を有す
るカリキュラム編成に努めると
ともに、既に導入しているＪＡ
ＢＥＥに基づく教育効果の検
証・改善を行う。

⑥ 　学生の関心と学習目標に応じ
て、他学部の授業の履修を奨励
するとともに、転学部・転学科
制度の見直しを図る。

⑥ 　学生の関心と学習目標に応じ
て、他学部の授業の履修を奨励
するとともに、転学部・転学科
制度の見直しを図る。

⑥ 　学生の関心と学習目標に応じ
て、他学部の授業の履修を奨励
するとともに、大学教育セン
ター会議及び学部において、転
学部・転学科制度の改善に向け
検討を進める。

⑥ 　学生の関心と学習目標に応じ
て、他学部の授業の履修を奨励
するとともに、大学教育セン
ター会議及び学部において、転
学部・転学科制度の改善に向
け、引き続き検討する。

⑥ 　学生の関心と学習目標に応じ
て、他学部の授業を履修できる
よう、適切な情報の提供を行
う。また、転学部・転学科制度
について、大学教育センター会
議及び学部での検討を踏まえ、
見直しを図る。

⑥ 　学生の関心と学習目標に応じ
て、他学部の授業を履修できる
よう、適切な情報の提供等を行
う。また、平成19年度に大学教
育センターで洗い出した学士課
程教育の質を確保しつつ、転学
部・転学科制度の問題点につい
て、改善策をまとめる。

⑥ 　学生の関心と学習目標に応じ
て、他学部の授業を履修できる
よう、適切な情報の提供等を行
う。学士課程教育の質を確保し
つつ、平成20年度にまとめた、
転学部・転学科制度の改善策に
基づく柔軟な制度を試行する。

⑦ 　静岡大学の置かれた地域につ
いて学ぶ教育や地域特性を活か
した教育を導入し、地域との共
生を図る。

⑦ 　静岡大学の置かれた地域につ
いて学ぶ教育や地域特性を活か
した教育を導入する。

⑦ 　静岡大学の置かれた地域につ
いて学ぶ教育や地域特性を活か
した教育を導入する。

⑦ 　静岡の文化、環境保全や地域
活性化等をテーマにしたフィー
ルドワーク教育等、地域特性を
活かした教育を導入する。

⑦ 　静岡の文化、環境保全や地域
活性化等をテーマにしたフィー
ルドワーク教育等、地域特性を
活かした教育を充実させる。

⑦ 　平成20年度教育研究特別経費
により、静岡の文化、環境保全
や地域活性化等をテーマにした
フィールドワーク教育等、地域
特性を活かした教育を充実させ
る。

⑦ 　平成21年度教育研究特別経費
により、静岡の文化、環境保全
や地域活性化等をテーマにした
フィールドワーク教育等、地域
特性を活かした教育を充実させ
る。

⑧ 平成18年度から、理系学部、
学科の学生に十分な基礎学力を
習得させるために、学生の学習
履歴に合ったカリキュラムを学
部横断的に展開する。

　 　 ⑧ 　理系学部、学科の学生に十分
な基礎学力を習得させるため、
学部横断的に展開するカリキュ
ラムの実施に向け準備を進め
る。

⑧ 　理系学部、学科の学生に十分
な基礎学力を習得させるため
に、学生の学習履歴に合ったカ
リキュラムを学部横断的に展開
する。

⑧ 　理系学部、学科の学生に十分
な基礎学力を習得させるため
に、学生の学習履歴に合ったカ
リキュラムを学部横断的に展開
する。

⑧ 　理系学部、学科の学生に十分
な基礎学力を習得させるため
に、学生の学習履歴に合ったカ
リキュラムを学部横断的に展開
する。

⑧ 　理系学部、学科の学生の基礎
学力を向上させるために、学部
横断的に展開している基礎教育
科目の成果を検証する。

⑨ 　県内の公私立大学等と連携し
て、単位互換、共同授業及び遠
隔授業等を推進する。

⑧ 県内の公私立大学等と連携し
た共同授業・連携講義等を推進
する。

⑨ 県内の公私立大学等と連携し
た共同授業・連携講義等を推進
する。

⑨ 県内の公私立大学等と連携し
た共同授業・連携講義等を推進
する。

⑨ 県内の公私立大学等と連携し
た共同授業・連携講義等を推進
する。

⑨ 県内の国公立大学等４機関と
平成18年度に引き続き、連携講
義「生命科学」を開講するほ
か、県内の大学等と連携した共
同授業・連携講義等を実施す
る。

⑨ 県内の公私立大学等と連携し
た共同授業・連携講義等を推進
する。

＜学士課程＞
　教育課程の編成

（３）教育内容等に関する目標を
達成するための措置
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⑩ 　シラバスに、特に予復習に関
する事項を明記する。

　 　 ⑩ 　シラバスに、予復習に関する
事項を明記するよう全学的に周
知徹底させる。

⑩ 　シラバスに、予復習に関する
事項を明記する。

⑩ 　シラバスに、予復習に関する
事項を明記する。

⑩ 　シラバスに、予復習に関する
具体的事項を明記する。

⑩ 　⑩ シラバスに、予復習に関
する具体的事項を明記する。

⑪ 　学生の学習動機を高めるため
に，学生参加型の授業（文系に
おけるディスカッション、工学
系におけるものづくりなど）の
割合を増やす。

⑨ 　学生の学習動機を高めるため
の学生参加型授業として、工学
系のものづくり教育を積極的に
推進する。

⑪ 　工学系のものづくり教育等、
学生参加型授業を積極的に推進
する。

⑪ 　文系におけるディスカッショ
ンや工学系のものづくり教育
等、学生参加型授業を積極的に
推進する。

⑪ 　文系におけるディスカッショ
ンや工学系のものづくり教育
等、学生参加型授業を積極的に
推進する。

⑪ 　文系におけるディスカッショ
ンや工学系のものづくり教育
等、学生参加型授業を積極的に
推進する。

⑪ 　文系におけるディスカッショ
ンや工学系のものづくり教育
等、学生参加型授業を積極的に
推進し、その割合を増やす。

⑫ 　様々なメディアを活用した授
業の在り方についての研究を行
い、全教員に普及させる。

⑩ 　様々なメディアを活用した教
材開発を行う。

⑫ 　マルチメディア視聴覚システ
ム等、様々なメディアを活用し
た教材を用いた授業のあり方を
研究する。

⑫ 　e-Learningを組み合わせた授
業や、様々なメディアを活用し
た授業を促進する。

⑫ 　e-ラーニングを組み合わせた
授業や、様々なメディアを活用
した授業の在り方について、全
学的に普及させる。

⑫ 　平成19年度に引き続き、教育
ＧＰの支援を受けて、大学教育
センター等により、e-ラーニン
グを組み合わせた授業や、様々
なメディアを活用した授業を展
開する。

⑫ 　教育ＧＰの支援を受けて実施
した、e-ラーニングを組み合わ
せた授業等の研究成果により、
様々なメディアを活用した授業
の在り方について、全教員に普
及させる。

⑬ 　大学での学びと社会との繋が
りが実感できるよう、座学に加
え、実習・フィールドワークな
ど体験的授業を増加させる。

⑪ 大学での学びと社会との繋が
りが実感できるよう、座学に加
え、実習・フィールドワークな
ど体験的授業を積極的に推進す
る。

⑬ 全学的に、実習・フィールド
ワークなど体験的授業の単位化
を進める。

⑬ 全学的に、実習・フィールド
ワークなど体験的授業の単位化
を進める。

⑬ 実習・フィールドワークなど
体験的授業の充実を図るととも
に、全学的な単位化を進める。

⑬ 平成20年度教育研究特別経費
により、実習・フィールドワー
クなど体験的授業の充実を図
る。

⑬ 実習・フィールドワークなど
体験的授業の量・質両面の充実
を図る。

⑭ 　個々の学生に対するきめこま
かな指導体制を確立する。

　 　 ⑭ 　少人数教育等、個々の学生に
対するきめこまかな指導体制の
充実を図る。

⑭ 　少人数教育等、個々の学生に
対するきめこまかな指導体制の
充実を図る。

⑭ 　少人数教育等、個々の学生に
対するきめこまかな指導体制の
充実を図る。

⑭ 　少人数教育等、個々の学生に
対するきめこまかな指導体制の
充実を図る。

⑭ 　少人数教育等、個々の学生に
対するきめこまかな指導体制を
確立する。

　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  
⑮ 厳正な成績評価を実施するた

めに、授業のねらいと評価基
準、評価方法を担当教員集団単
位で決定し、成績結果の説明責
任を共同で負う体制を確立す
る。

⑫ 　厳正な成績評価を実施するた
めに、授業のねらいと評価基
準、評価方法を担当教員集団単
位で決定し、成績結果の説明責
任を共同で負う体制を整える。

⑮ 　厳正な成績評価を実施するた
めに、授業のねらいの明確化
と、評価基準、評価方法の在り
方について、大学教育センター
で素案を作成する。

⑮ 授業のねらいと評価基準、評
価方法を学科等の教員集団単位
で決定し、成績結果の説明責任
を共同で負う体制を整備する。

⑮ 大学教育センターが整理・把
握した成績評価にかかる問題点
を基に、成績評価の説明責任を
共同で負う体制を確立する。

⑮ 筆記試験・口答試問・論文作
成等の試験制度を通じて、学習
到達度を的確に把握・測定する
体制を確立する。

⑮ 大学教育センターが中心と
なって、厳正な成績評価を実施
するために、これまでに行って
きた成績評価にかかる課題等の
共有化を図る。

⑯ 　平成16年度から総合的な成績
評価制度の導入について検討を
開始し、平成18年度から現行の
成績評価法を改正する。

⑬ 　総合的な成績評価制度の導入
について検討を開始する。

⑯ 　総合的な成績評価制度の導入
について検討を重ね、成績評価
法の改正案を策定する。

⑯ 　新たな成績評価制度を導入す
る。

⑯  新たに導入した成績評価制度
を基に、ＧＰＡ(Grade Point
Average)制度の導入に向けて検
討を進める。

⑯  大学教育センターを中心に、
ＧＰＡ(Grade Point Average)
制度の導入に向け、学務情報シ
ステム等の環境整備を行う。

⑯  全学教育科目において、ＧＰ
Ａ制度を導入するとともに、専
門科目への適用を促進する。

⑰ 　修士課程においては、多様な
学生に専門的知識を修得させる
ため、他大学出身者や社会人入
学者向けの大学院導入科目を充
実するとともに、それぞれの
ニーズに応じた体系化されたカ
リキュラムを編成する。

⑭ 　修士課程においては、多様な
学生に専門的知識を修得させる
ため、他大学出身者や社会人入
学者向けの大学院導入科目の充
実、それぞれのニーズに応じた
体系化されたカリキュラム編成
に向け検討を開始する。

⑰ 　他大学出身者や社会人入学者
向けの大学院導入科目の充実、
それぞれのニーズに応じた体系
化されたカリキュラム編成に向
け、検討を進める。

⑰ 　修士課程においては、多様な
学生に専門的知識を修得させる
ため、他大学出身者や社会人入
学者向けの大学院導入科目の充
実、それぞれのニーズに応じた
体系化されたカリキュラム案を
策定する。

⑰ 　大学院委員会において、他大
学出身者や社会人入学者向けの
大学院導入科目の充実、それぞ
れのニーズに応じた体系化され
たカリキュラムの実施に向けて
検討を進める。

⑰ 　修士課程において、他大学出
身者や社会人入学者向けの大学
院導入科目を充実させる等、そ
れぞれのニーズに応じたカリ
キュラムを展開する。

⑰ 　修士課程において、他大学出
身者や社会人入学者向けの大学
院導入科目を充実させる等、そ
れぞれのニーズに応じたカリ
キュラムを展開する。

⑱ 　博士課程においては、従来の
ように狭い専門だけを教授する
のではなく、社会の変動に対応
できる幅広い専門知識を身につ
けさせる教育計画を策定する。

⑮ 　博士課程においては、従来の
ように狭い専門だけを教授する
のではなく、社会の変動に対応
できる幅広い専門知識を身につ
けさせる教育計画を策定する。

⑱ 　自然科学系新大学院の平成18
年度設置に向け、新たに組織す
る教育部構想の具体化を図る。

⑱ 　自然科学系教育部において、
専門科目に加え、短期集中型講
義を採用し、必要な基礎知識を
広く講義する「総論」、知的財
産論等の「基盤的共通科目」を
開講する。

⑱ 　自然科学系教育部において、
必要な基礎知識を広く講義する
「総論｣、知的財産論等の「基
盤的共通科目」の充実を図る。

⑱ 　創造科学技術大学院におい
て、「総論｣、「基盤的共通科
目」の内容充実を図るととも
に、社会の変動に対応できる幅
広い専門知識を身につけさせる
新たな教育計画を立案する。

⑱ 　創造科学技術大学院におい
て、社会の変動に対応できる幅
広い専門知識を身につけさせる
新たな教育計画に基づいたカリ
キュラムを実施するとともに、
引き続き長期的視野に立った教
育カリキュラムの検討を進め
る。

⑲ 　授業内容、成績評価方法等を
明記したシラバスを作成する。

　 　 ⑲ 　シラバスに、授業内容、成績
評価方法等を明記する。

⑲ 　シラバスに、授業内容、成績
評価方法等を明記する。

⑲ 　シラバスに、授業内容、成績
評価方法等を明記する。

⑲ 　シラバスに、授業内容、成績
評価方法等を明記する。

⑲ 　シラバスに、授業内容、成績
評価方法等を明記する。

　授業形態、学習指導法

　適切な成績評価

＜大学院課程＞
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

① 　全学的見地に立って各部局、
センター等に教職員を戦略的に
配置する。

① 　全学的見地に立って各部局、
センター等に教職員を戦略的に
配置する。

① 　全学的見地に立って各部局、
センター等に教職員を戦略的に
配置する。

① 　全学的見地に立って各部局、
センター等に教職員を戦略的に
配置する。

① 　役員会において、各部局、セ
ンター等に教職員を戦略的に配
置するシステムを検討する。

① 　人事管理ワーキングでの検討
を踏まえ、役員会において特任
教員を含む教職員の戦略的配置
計画を策定する。

① 　全学的見地に立った特任教員
を含む教職員の戦略的配置を行
う。

② 講座制の見直し等、各部局に
おける教員の柔軟な配置を図
る。

② 　講座制の見直しや教員の柔軟
な配置を図る。

② 　講座制の見直しや教員の柔軟
な配置を図る。

② 　講座制の見直しや教員の柔軟
な配置を図るとともに､学校教
育法改正による職名･職務内容
の変更を考慮し､制度の運用に
ついて検討を進める。

② 　新たな教員組織制度を基に、
教員の柔軟な配置を図るととも
に、助教制度の活用に向けた検
討を行う。

② 　任期制の実施や助教制度の活
用等により、各部局における教
員の柔軟な配置を図る。

② 　任期制の実施や助教制度の活
用等により、各部局における教
員の柔軟な配置を図る。

③ 　受講者の多い実験・演習科目
においては、原則としてティー
チング・アシスタントを付ける
など教育活動を支援するための
体制を整備する。

③ 受講者の多い実験・演習科目
においては、原則としてティー
チング・アシスタントを付ける
など教育活動を支援するための
体制を整備する。

③ 受講者の多い実験・演習科目
においては、原則としてティー
チング・アシスタントを付ける
など教育活動を支援するための
体制を整備する。

③ 受講者の多い実験・演習科目
においては、原則としてティー
チング・アシスタントを付ける
など教育活動を支援するための
体制を整備する。

③ 　受講者の多い実験・演習科目
においては、原則としてティー
チング・アシスタントを付ける
など教育活動を支援するための
体制を整備する。

③ 　受講者の多い実験・演習科目
においては、原則としてティー
チング・アシスタントを付ける
など教育活動を支援するための
体制を整備する。

③ 　受講者の多い実験・演習科目
においては、原則としてティー
チング・アシスタントを付ける
など教育活動を支援するための
体制を整備する。

④ 　平成16年度に、大学教育セン
ターに資料室を設置し、メディ
ア教材の有効活用を図る。

④ 　大学教育センターに資料室を
設置し、メディア教材の有効活
用を図る。

④ 　大学教育センターＦＤ資料室
の資料を拡充し、メディア教材
の有効利用を進める。

④ 　大学教育センターＦＤ資料室
の資料を整備・拡充し、メディ
ア教材の有効利用を進める。

④ 　大学教育センターにおいて、
ＦＤ資料室の資料及びメディア
教材を点検・整備し、教材等の
活用の促進を図る。

④ 　大学教育センターにおいて、
ＦＤ資料室の資料及びメディア
教材を点検・整備し、教材等の
活用の促進を図る。

④ 　大学教育センターにおいて、
ＦＤ資料室の資料及びメディア
教材を点検・整備し、教材等の
活用の促進を図る。

⑤ 　附属図書館において学習用図
書等資料類の系統的整備を行
う。

⑤ 　附属図書館において学習用図
書等資料類の系統的整備を行
う。

⑤ 　附属図書館において学習用図
書等資料類の系統的整備を行
う。

⑤ 　附属図書館において教員及び
学生のニーズに相応しい学習用
図書等の系統的整備を図る。

⑤ 　附属図書館において、教員及
び学生のニーズに相応しい学習
用図書等の系統的整備や、未登
録の目録情報データの遡及登録
を図る。

⑤ 　附属図書館において、図書目
録情報データを年次計画に基づ
き遡及登録する等、学習用図書
等資料類の系統的整備を行う。

⑤ 　図書目録情報データの遡及登
録を充実させ、学習用図書等資
料類を効果的に活用できるよう
に整備を進める。

⑥ コンピュータ・リテラシー教
育やe-Learningのための施設設
備の改善を図る。

⑥ 　コンピュータ・リテラシー教
育やe-Learningのための施設設
備の改善を図る。

⑥ 　コンピュータ・リテラシー教
育やe-Learningのための施設設
備を改善する。

⑥ 　コンピュータ・リテラシー教
育やe-Learningのための施設設
備を改善するとともに、CALLシ
ステムを拡充・整備する。

⑥ 　情報リテラシー教育やe-ラー
ニングのために平成18年度に稼
動を開始した新しい情報基盤の
上に、さらにＣＡＬＬシステム
を拡充・整備する。

⑥ 　情報リテラシー教育やe-ラー
ニングのため、新たに設置した
ウェブ放送局スタジオを活用す
るとともに、施設設備の改善を
図る。

⑥ 　情報リテラシー教育やe-ラー
ニングのため、新たに設置した
ウェブ放送局スタジオを活用す
るとともに、施設設備の改善を
図る。

⑦ シラバスの電子化を平成16年
度から試行し、平成18年度から
完全実施する。

⑦ 　シラバスの電子化を進める。 ⑦ 　シラバスの電子化を進める。 ⑦ 　シラバスを完全電子化し、内
容の充実と検索・活用法の改善
を図る。

⑦ 　新たに導入する学務情報シス
テムを活用し、電子化されたシ
ラバスの検索方法等の改善を図
る。

⑦ 　新たに導入した学務情報シス
テムにより、電子化されたシラ
バスのウェブでの検索を可能と
する。

⑦ 　シラバスのウェブ検索にかか
る学務情報システムの操作性等
について、検証・改善を行う。

⑧ 　学生への掲示・呼び出し等の
電子化等、学習環境の電子・
ネットワーク化を推進する。

⑧ 　学生への掲示・呼び出し等の
電子化等、学習環境の電子・
ネットワーク化を充実させる。

⑧ 　学生への掲示・呼び出し等の
電子化等、学習環境の電子・
ネットワーク化を充実させる。

⑧ 　学生への掲示・呼び出し等の
電子化等、学習環境の電子・
ネットワーク化を充実させる。

⑧ 　新たに導入する学務情報シス
テムを活用し、学生への掲示・
呼び出し等の電子化等、学習環
境の充実を図る。

⑧ 　新たに導入した学務情報シス
テムによる、様々な情報提供を
行うとともに、メニュー拡大に
ついて、可能なものから実行す
る。

⑧ 　新たに導入した学務情報シス
テムによる、様々な情報提供を
行うとともに、メニュー拡大に
ついて、可能なものから実行す
る。

  
⑨ 　全学的協力体制の下、学生の

ニーズに応じて学部・学科の壁
を越えて授業科目の履修の幅を
広げる。

⑨ 　学部・学科の壁を越えた授業
科目の履修を可能とするため
に、時間割の調整など全学的協
力体制の整備を進める。

⑨ 　学部・学科の壁を越えた授業
科目の履修を可能とするための
具体的方策を平成18年度実施に
向け大学教育センターを中心に
検討する。

⑨ 　平成17年度の検討結果を踏ま
え、全学的協力体制の下、学生
のニーズに応じて他学部・学科
の授業科目履修を容易にすると
ともに、全学開放科目の拡充を
図る。

⑨ 　大学教育センターにおいて、
全学開放科目の履修を容易にす
るため、全学協力体制の整備に
向け、検討を進める。

⑨ 　大学教育センターにおいて、
全学開放科目の履修状況を点検
するとともに、学生のニーズに
応じた科目の設定を見直し、学
部・学科の壁を越えた授業科目
の履修の幅を広げる。

⑨ 　大学教育センターにおいて、
全学開放科目の履修状況を点検
するとともに、学生のニーズに
応じた科目の設定を見直し、学
部・学科の壁を越えた授業科目
の履修の幅を広げる。

　教育に必要な設備、図書館、情
報ネットワーク等の活用･整備

　部局を越えた協力体制の確立

　適切な教職員の配置等

（４）教育の実施体制等に関する
目標を達成するための措置
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

① 　オフィスアワー、オリエン
テーション、ガイダンスなどの
積極的活用による修学上の諸問
題についての相談・指導・連絡
体制を確立する。

① 　オフィスアワー、オリエン
テーション、ガイダンスなどの
積極的活用による修学上の諸問
題についての相談・指導・連絡
体制を整備する。

① 　修学上の諸問題についての相
談・指導・連絡体制を整備す
る。

① 　オフィスアワー、オリエン
テーション、ガイダンスなどを
積極的に活用し、修学上の諸問
題についての相談・指導・連絡
体制を確立する。

① 　修学上の諸問題についての相
談・指導・連絡体制を充実させ
る等、教務分野での学生サービ
ス向上を図る。

① 　授業メール相談の活用を促進
させるとともに、修学上の諸問
題についての相談・指導・連絡
体制を充実させるための学生の
履修状況等に関するチェックリ
スト等を作成する。

① 　学生に配慮した既設のオフィ
スアワーや授業メール、学生の
履修状況等に関するチェックリ
ストによる相談等、修学上の諸
問題についての相談・指導・連
絡体制をさらに改善する。

② 　自主的学習を支援する環境
（施設・設備等）の充実を図
る。

② 自主的学習を支援する環境
（施設・設備等）の充実を図
る。

② 自主的学習を支援する環境
（施設・設備等）の充実を図
る。

② 自主的学習を支援する環境
（施設・設備等）の充実を図
る。

② 自主的学習を支援する環境
（施設・設備等）の充実を図
る。

② 自主的学習を支援する環境
（施設・設備等）の充実を図
る。

② 自主的学習を支援する環境
（施設・設備等）の一層の充実
を図る。

③ 　学業成績が特に優秀な者又は
課外活動等において特に優秀な
成績を挙げた者に対する表彰制
度を積極的に運用し、モチベー
ションの昂揚を図る。

③ 　学業成績が特に優秀な者に対
する表彰制度を導入する。

③ 　学業成績優秀者に対する表彰
制度の積極的な運用を図る。

③ 　表彰制度の積極的な運用を図
るとともに、学業成績優秀者に
対する奨学金制度を導入する。

③ 　表彰制度の積極的な運用を図
るとともに、学業成績が特に優
秀な者、又は課外活動等におい
て特に優秀な成績を挙げた者に
対する奨学金制度の検討を進め
る。

③ 　学業成績優秀者や、課外活動
において顕著な成果を挙げた者
等に対し、表彰制度を積極的に
運用し、奨学金や活動費の助成
を行う等、モチベーションの昂
揚を図る。

③ 　学業成績優秀者や、課外活動
において顕著な成果を挙げた者
等に対し、表彰制度を積極的に
運用し、奨学金や活動費の助成
を行う等、モチベーションの昂
揚を図る。

④ 　オピニオンボックスや平成16
年度から導入予定の学生モニ
ター制度を活用して、学生の
ニーズを把握する。

④ 　学生モニター制度やオピニオ
ンボックスを活用して、学生の
ニーズを把握する。

④ 　学生モニター制度やオピニオ
ンボックスを活用して、学生の
ニーズを把握する。

④ 　学生モニター制度やオピニオ
ンボックスを活用して、学生の
ニーズを把握する。

④ 　学生モニター制度やオピニオ
ンボックスのほか、全学的な学
生アンケート等により、学生の
ニーズを把握する。

④ 　学生モニター制度やオピニオ
ンボックス等を活用して、学生
のニーズを把握する。

④ 　学生モニター制度やオピニオ
ンボックス等を活用して、学生
のニーズを把握する。

　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  

⑤ 生活面、修学面に関する学生
相談窓口（保健管理センター、
学生相談室等）間の連携を図
る。

⑤ 　生活面、修学面等に関する学
生相談助言体制の充実を図る。

⑤ 　生活面、修学面等に関する学
生相談助言体制の充実を図る。

⑤  「指導教員の手引き」を作成
して、生活面、修学面等に関す
る学生相談助言体制の充実を図
るとともに、教職員の助言能力
を高める研修を実施する。

⑤ 　生活面、修学面等に関する学
生相談状況を把握し、助言体制
の連携・充実を図るとともに、
教職員の助言能力を高める研修
を実施する。

⑤ 　生活面、修学面等に関する学
生相談窓口の実情を把握し、関
連する組織の整備方針を定め、
学生相談の機能向上に努める。

⑤ 　生活面、修学面等に関する学
生相談に関連する組織の整備及
び連携強化を図る。

⑥ 　平成16年度に就職課を設置
し、就職情報の効率的な管理・
提供を行う。

⑥ 就職課を設置し、就職指導体
制を充実させる。

⑥ 就職課を中心に就職指導体制
を充実させる。

⑥ 就職課を中心に浜松キャンパ
スの就職指導体制の充実を図
る。

⑥ 就職支援スタッフを中心に学
生のニーズを把握するととも
に、就職指導体制の充実を図
る。

⑥ 就職支援スタッフを中心に学
生のニーズを把握するととも
に、就職指導や就職情報の効率
的な管理・提供等を行う。

⑥ 就職支援スタッフを中心に学
生のニーズを把握するととも
に、就職指導や就職情報の効率
的な管理・提供等を行う。

⑦ 　キャリア・アドバイザーの配
置等により就職指導体制を充実
させる。

　 　 ⑦ 　キャリア･アドバイザーを活
用する等して就職指導体制の充
実を図る。

⑦ 　キャリア･アドバイザーを活
用する等して､就職指導体制の
充実を図る｡

⑦ 　キャリア･アドバイザーを活
用する等して､就職指導体制の
充実を図る｡

⑦ 　キャリア･アドバイザーを活
用する等して､就職指導体制の
充実を図る｡

⑦ 　キャリア･アドバイザーを活
用する等して､就職指導体制の
充実を図る｡

⑧ 　インターンシップ等の充実、
同窓会との協力等により就職先
を開拓する。

⑦ インターンシップ等の充実、
同窓会との協力等により就職支
援を進める。

⑧ インターンシップ等の充実、
同窓会との協力等により就職支
援を進める。

⑧ インターンシップ等の充実、
同窓会との協力等により就職支
援を進める。

⑧ インターンシップ等の充実、
同窓会との協力等により就職支
援を進める。

⑧ インターンシップ等の充実、
同窓会との協力等により就職支
援及び就職先の開拓に努める。

⑧ インターンシップ等の充実、
同窓会との協力等により就職支
援及び就職先の開拓に努める。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

⑨ 　学業成績、奨学金の受給状
況、経済状況、生活実態を総合
的に評価した、授業料・入学料
等の減免及び助成制度を整備す
る。

⑧ 　学業成績、奨学金の受給状
況、経済状況、生活実態を総合
的に評価した、授業料・入学料
等の減免及び助成制度の整備に
向け検討を開始する。

⑨ 　学業成績、奨学金の受給状
況、経済状況、生活実態を総合
的に評価した、授業料・入学料
等の減免を含めた新たな助成制
度を確立する。

⑨ 　学業成績、奨学金の受給状
況、経済状況、生活実態を総合
的に評価した、授業料・入学料
等の減免を含めた新たな助成制
度を確立する。

⑨ 　学業成績優秀者及び社会人学
生に対する、授業料・入学料等
の減免を含めた新たな助成制度
を確立する。

⑨ 　授業料減免の「再チャレンジ
枠」による社会人学生への適
用、企業等の支援による奨学金
受給をすすめるとともに、授業
料減免制度の見直しを検討す
る。

⑨ 　授業料減免の「再チャレンジ
枠」による社会人学生への適
用、企業等の支援による奨学金
受給をすすめるとともに、新た
な授業料減免制度を構築する。

⑩ 　ホームページなどにより、各
種奨励奨学金情報入手の利便化
を図り、申請手続きに関する支
援を行う。

⑨ 各種奨励奨学金情報をホーム
ページに掲載する。

⑩ 　各種奨励奨学金情報入手の利
便化を図り、申請手続きに関す
る支援を行う。

⑩ 　各種奨励奨学金情報の入手の
利便化を図り、申請手続きに関
する支援を行う。

⑩ 　各種奨励奨学金情報の入手の
利便化を図り、申請手続きに関
する支援を行う。

⑩ 　新たに専用のホームページを
立ち上げ、各種奨励奨学金情報
の入手や申請手続きの利便性向
上を図る。

⑩ 　専用のホームページにより、
各種奨励奨学金情報の入手や申
請手続きの利便性向上を図る。

（５）学生への支援に関する目標
を達成するための措置
　学習相談・助言・支援の組織的
対応

　生活相談・就職支援等

　経済援助制度の整備
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
⑪ 　福利厚生施設、学習・生活面

についての相談窓口等を充実
（夜間主コースなどへの対応）
する。

⑩ 　福利厚生施設の充実に向け、
学生のニーズを把握する。

⑪ 　福利厚生施設の充実に向け、
学生のニーズを把握する。

⑪ 　福利厚生の改善に向けた整備
計画を策定するため、学生の
ニーズ調査を実施する。

⑪ 　学生のニーズ調査を踏まえ、
全学学生委員会において、学
習･生活面についての相談窓口
等、福利厚生の改善に向けた整
備計画を検討する。

⑪ 　社会人学生に対して、懇談会
や自主的学生組織からの意見を
聴取し、社会人学生に配慮した
体制整備を行う。

⑪ 　社会人学生に対して、懇談会
や自主的学生組織からの意見を
聴取し、社会人学生に配慮した
体制整備を行う。

⑫ 　学内外の施設を利用したサテ
ライト教室を開設する。

⑪ 　学内外の施設を利用したサテ
ライト教室の開設に向け検討を
開始する。

⑫ 　学内外の施設を利用したサテ
ライト教室の開設に向け整備計
画を策定する。

⑫ 　静岡市産学交流センター等を
活用した講座等の開講を促進す
る等して、サテライト教室の開
設に向け基盤を充実する。

⑫ 　静岡市産学交流センターや、
アクトシティ浜松研修交流セン
ター等を活用した講座等の開講
を促進する。

⑫ 　静岡市産学交流センターや、
アクトシティ浜松研修交流セン
ター等を活用した講座等の開講
を促進する。

⑫ 　静岡市産学交流センターや、
アクトシティ浜松研修交流セン
ター等を活用した講座等の開講
を促進する。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
⑬ 　指導教員、授業担当教員、留

学生担当教員、チュータ等と留
学生センターとの連携協力によ
る、入学から修了までの教育指
導・支援体制を充実強化する。

⑫ 　浜松キャンパスにおける留学
生教育及び生活面に関する相談
体制の充実のために、留学生セ
ンター教員の再配置を含め検討
を開始する。

⑬ 　浜松キャンパスにおける留学
生教育･指導体制を充実させ
る。また、指導教員に対する留
学生指導要領及びﾁｭｰﾀに対する
ﾏﾆｭｱﾙを作成する。

⑬ 　国際交流センターを開設し、
学生交流部門を中心にした全学
的支援体制を構築し、入学から
修了までの教育指導・支援の充
実を図る。

⑬ 　国際交流センターの学生交流
部門を中心に、入学から修了ま
での教育指導・支援の充実を図
る。

⑬ 　指導教員、授業担当教員、留
学生担当教員、チュータ等と国
際交流センターとの連携協力に
よる、入学から修了までの教育
指導・支援体制を充実強化す
る。

⑬ 　指導教員、授業担当教員、留
学生担当教員、チュータ等と国
際交流センターとの連携協力に
よる、入学から修了までの教育
指導・支援体制を充実強化す
る。

⑭ 　日本語教育（予備教育、補
講、教養教育、専門教育）、日
本事情教育などを充実する。

⑬ 　日本語教育（予備教育、補
講、教養教育、専門教育）、日
本事情教育などの充実に向け検
討を開始する。

⑭ 　日本語教育（予備教育、補
講、教養教育、専門教育）、日
本事情教育などの充実に向け検
討を進める。

⑭ 　日本語補講授業を単位化し、
留学生に対する日本語・日本事
情教育の内容の充実を図る。

⑭ 　留学生に対する日本語教育・
日本事情教育の内容を充実す
る。

⑭ 　留学生に対する日本語教育・
日本事情教育の授業内容を検証
し、カリキュラムの改善案を策
定する。

⑭ 　留学生に対する日本語教育・
日本事情教育の授業内容の検証
をもとにカリキュラムを充実・
改善する。

⑮ 留学生に対する広報及び生活
支援面での相談体制を充実強化
する。

　 　 ⑮ 留学生に対する生活ガイダン
スを行うとともに、相談体制の
在り方を検討する。

⑮ 国際交流センター学生交流部
門において、留学生に対する修
学・生活面での相談体制及び広
報活動の充実を図る。

⑮ 国際交流センターを中心に、
ホームページの内容を見直すと
ともに、留学生カウンセラーを
活用し、相談体制及び広報活動
を充実させる。

⑮ 国際交流センターにおいて、
大学の国際戦略に基づく活動の
現状とサービスの提供を具体的
に示す情報を、ホームページを
通じて発信する。

⑮ 国際交流センターにおいて、
留学生等に対するサービスに関
する具体的な情報を、ホーム
ページを通じて発信する。

⑯ 　国内外における留学生の事
故・事件に際し迅速に対応する
ための体制を整備する。

　 　 ⑯ 　国内外における留学生の事
故・事件に対処するための体制
づくりを検討する。

⑯ 　国際交流センターのリスクマ
ネジメントの視点から、国内外
における留学生の事故・事件に
対処するための体制を検討す
る。

⑯ 　国際交流センターにおいて、
国内外における留学生の事故・
事件に対処するためのマニュア
ルを策定する。

⑯ 　国際交流センターにおいて、
国内外における留学生の事故・
事件に対処するための連絡網を
構築し、危機管理マニュアルを
策定する。

⑯ 　国際交流センターにおいて、
国内外における留学生の事故・
事件に対処するための連絡網を
構築し、危機管理マニュアルを
策定する。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

⑰ 　全学的な正課外教育のコー
ディネート、個々のサークル活
動への支援、施設の開放など学
生助育体制を充実する。

⑭ 　全学的な正課外教育のコー
ディネート、個々のサークル活
動への支援、施設の開放など学
生助育体制を充実する。

⑰ 　全学的な正課外教育のコー
ディネート、個々のサークル活
動への支援、施設の開放など学
生助育体制を充実する。

⑰ 　全学的な正課外教育のコー
ディネート、個々のサークル活
動への支援、施設の開放など学
生助育体制を充実する。顧問教
員の責任範囲についても検討を
進める。

⑰ 　全学的な正課外教育のコー
ディネート、個々のサークル活
動への支援、施設の開放など学
生助育体制を充実する。全学学
生委員会において、公認サーク
ルの顧問教員職務の制度化等に
ついて検討する。

⑰ 　全学的な正課外教育のコー
ディネート、個々のサークル活
動への支援、施設の開放など学
生助育体制を充実する。公認
サークルの顧問教員職務の制度
化等について、引き続き全学学
生委員会において、検討する。

⑰ 　全学的な正課外教育のコー
ディネート、個々のサークル活
動への支援、施設の開放など学
生助育体制を充実する。

⑱ 静岡・浜松両キャンパスの学
生サークル交流の支援、留学生
と日本人学生との交流など、多
様な交流を推進する。

⑮ 　静岡・浜松両キャンパスの学
生サークル交流の支援、留学生
と日本人学生との交流など、多
様な交流を推進する。

⑱ 　静岡･浜松両キャンパス間に
バスを運行し、学生サークル交
流の支援、留学生と日本人学生
との交流など、多様な交流を推
進する。

⑱ 　静岡・浜松両キャンパスの学
生サークル交流の支援、留学生
と日本人学生との交流など、多
様な交流を推進する。

⑱ 　静岡・浜松両キャンパスの学
生サークル交流の支援、留学生
と日本人学生との交流など、多
様な交流を推進する。

⑱ 　静岡・浜松両キャンパスの学
生サークル交流の支援、留学生
と日本人学生との交流など、多
様な交流を推進する。

⑱ 　静岡・浜松両キャンパスの学
生サークル交流の支援、留学生
と日本人学生との交流など、多
様な交流を推進する。

⑲ 　学生ボランティア活動に対す
る支援を充実する。

⑯ 　学生防災ボランティア活動に
対する組織的支援を強化する。

⑲ 　学生ボランティア活動に対す
る支援を充実する。

⑲ 　学生ボランティア活動に対す
る支援を充実する。

⑲ 　学生ボランティア活動に対す
る支援を充実する。

⑲ 　学生ボランティア活動に対す
る支援を充実する。

⑲ 　学生ボランティア活動に対す
る支援を充実する。

　留学生に対する配慮

　正課外活動に対する支援

　社会人学生に対する配慮
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

① 学生による授業評価の結果
を、担当教員にフィードバック
すると同時に学生に向けて公開
する。

① 学生による授業評価の結果を
フィードバックするシステムの
検討を開始する。

① 全学ＦＤ委員会において、授
業評価の結果をフィードバック
するシステムの充実を図る。

① 学生による授業評価の結果
を、担当教員にフィードバック
するとともに学生に向けて公開
する。

① 学生による授業評価の結果
を、担当教員にフィードバック
するとともに学生に向けて公開
する。また、授業評価の方法や
授業改善への学生参加の制度化
について検討する。

① 学生による授業評価の結果
を、担当教員にフィードバック
するとともに、教員側の回答を
含め、学生に向けて公開する。
また、授業評価の方法や授業改
善への学生参加を促進する。

① 学生による授業評価の結果
を、担当教員にフィードバック
するとともに、教員側の回答を
含め、学生に向けて公開する。
また、授業評価の方法や授業改
善への学生参加を促進する。

② 　教員による教育改善のための
自己点検評価とともに、卒業
生、外部メンバー等による外部
評価を行う。

② 外部評価の実施に向け検討を
開始する。

② 評価会議の下にＷＧを設置
し、外部評価の実施方法等を構
築する。

② 評価会議において、卒業生等
による外部評価を実施する。

② 評価会議において、卒業生等
による外部評価を実施する。

② 評価会議において、卒業生等
による外部評価の結果を分析
し、当該部局を通じて、教育改
善を要請する。

② 学部･研究科等の各部局は、
平成２０年度に実施した卒業生
や外部メンバーによる外部評価
の結果を基に作成した改善計画
書に基づき、教育等の改善を進
める。

③ 教材・教育内容の電子化、授
業の改善などについてのプロ
ジェクト研究を行い、その成果
を基に、平成17年度に『教師必
携』を発行する。

③ 　教材・教育内容の電子化、授
業の改善などについてのプロ
ジェクト研究を行う。

③ 授業改善のための『教師必携』
を発行する。

③ 『教師必携』を活用して教育内
容を充実させるとともに『教師
必携』の一層の改善を図る。

③ 『教師必携』の内容を充実さ
せ、教育内容の改善に役立たせ
る。

③ 　『教師必携』の内容を検証・
改訂し、教育内容の改善に役立
たせる。

③ 　『教師必携』の内容を検証・
改訂し、教育内容の改善に役立
たせる。

④ これまで試行してきた教員相互
の授業公開の仕組みを、平成16
年度から本格的に採り入れ、日
常的に授業改善を行う。

④ 　これまで試行してきた教員相
互の授業公開の仕組みを、本格
的に採り入れ、日常的に授業改
善を行う。

④ 　教員相互の授業公開を積極的
に進め、日常的に授業改善を行
う。

④ 　教員相互の授業公開を積極的
に進め、日常的に授業改善を行
う。

④ 　教員相互の授業公開を積極的
に進め、日常的に授業改善を行
うとともに、大学教育センター
において授業公開の実績・成果
を把握する。

④ 　教員相互の授業公開を積極的
に進め、日常的に授業改善を行
うとともに、その成果をＦＤ委
員会で検証する。

④ 　教員相互の授業公開を積極的
に進め、日常的に授業改善を行
うとともに、その成果をＦＤ委
員会で検証する。

⑤ 　教職員、学生、あらゆる教育
当事者の教育上の権利を尊重
し、対等平等なコミュニケー
ションを通じてFD活動を活性
化させる。

⑤ FD活動の一環として、大学
教育センター内に教員のための
相談窓口を開設する。

⑤ 　教職員、学生、あらゆる教育
当事者の対等平等なコミュニ
ケーションを通じてＦＤ活動を
活性化させる。

⑤ 　教職員、学生など教育当事者
の対等平等なコミュニケーショ
ンを通じてＦＤ活動を活性化さ
せる。

⑤ 　ＦＤ活動に学生を積極的に参
画させるとともに、大学教育セ
ンターにおいて学生の参加状況
等の実績を把握する。

⑤ 　学生等が自発的にＦＤ活動に
参画できる機会を設け、対等平
等なコミュニケーションを通じ
て、教育活動の改善に向けた方
策を探る。

⑤ 　学生等が自発的にＦＤ活動に
参画できる機会を設け、対等平
等なコミュニケーションを通じ
て、教育活動の改善に向け、Ｆ
Ｄ活動を活性化させる。

⑥ 　平成16年度から、合宿研修の
形態で新任教員研修・中間研修
を実施する。

⑥ 　合宿研修の形態で新任教員研
修・中堅研修を実施する。

⑥ 　授業改善のため、新任教員及
び中堅教員の研修を実施する。

⑥ 　新任教員研修等を実施すると
ともに、教育改善のための総合
的な研修制度の充実を含めた方
策を検討する。

⑥ 　新任教員研修等を充実させる
とともに、大学教育センターに
おいて、平成19年度からの新教
員組織に対応した研修制度案を
策定する。

⑥ 　大学教育センターにおいて、
教育実践に結びつくような新任
教員研修を実施する。

⑥ 　大学教育センターにおいて、
教育実践に結びつくような新任
教員研修及び中間研修を実施す
る。

（６）教育活動の評価及びその改
善のための措置
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

① 学術と文化を支える基礎的研
究の上に立ち、国際的な研究、
地域に根ざした研究、産業界や
地方自治体等公的機関と連携し
た研究を推進する。特に以下の
領域に重点的に取り組む。

① 　学術と文化を支える基礎的研
究の上に立ち、国際的な研究、
地域に根ざした研究、産業界や
地方自治体等公的機関と連携し
た研究を推進する。特に以下の
領域に重点的に取り組む。

① 　学術と文化を支える基礎的研
究の上に立ち、国際的な研究、
地域に根ざした研究、産業界や
地方自治体等公的機関と連携し
た研究を推進する。特に以下の
領域に重点的に取り組む。

① 　学術と文化を支える基礎的研
究の上に立ち、国際的な研究、
地域に根ざした研究、産業界や
地方自治体等公的機関と連携し
た研究を推進する。特に以下の
領域に重点的に取り組む。

① 　学術と文化を支える基礎的研
究の上に立ち、国際的な研究、
地域に根ざした研究、産業界や
地方自治体等公的機関と連携し
た研究を推進する。特に以下の
領域に重点的に取り組む。

① 　学術と文化を支える基礎的研
究の上に立ち、国際的な研究、
地域に根ざした研究、産業界や
地方自治体等公的機関と連携し
た研究を推進する。特に以下の
領域に重点的に取り組む。

① 　学術と文化を支える基礎的研
究の上に立ち、国際的な研究、
地域に根ざした研究、産業界や
地方自治体等公的機関と連携し
た研究を推進する。特に以下の
領域に重点的に取り組む。

－光・電子情報分野、特にナノ
ビジョンサイエンス領域におけ
る先端的研究

－光・電子・情報分野、特にナ
ノビジョンサイエンス領域にお
ける先端的研究

－光・電子・情報分野、特にナ
ノビジョンサイエンス領域にお
ける先端的研究

－光・電子・情報分野、特にナ
ノビジョンサイエンス領域にお
ける先端的研究

－光・電子・情報分野、特にナ
ノビジョンサイエンス領域にお
ける先端的研究

－光・電子・情報分野、特にナ
ノビジョンサイエンス領域にお
ける先端的研究

－光・電子・情報分野、特にナ
ノビジョンサイエンス領域にお
ける先端的研究

－生命・環境科学に関する学際
的な研究

－生命・環境科学に関する分野
横断的な研究

－生命・環境科学に関する分野
横断的な研究

－生命・環境科学に関する分野
横断的な研究

－生命・環境科学に関する分野
横断的な研究

－生命・環境科学に関する分野
横断的な研究

－生命・環境科学に関する分野
横断的な研究

－アジアに根ざした自然と社
会・文化に関する接近方法を再
発見する研究

－アジアに根ざした自然と社
会・文化に関する接近方法を再
発見する研究

－アジアにおける自然と社会・
文化に関する研究

－アジアにおける自然と社会・
文化に関する研究

－アジアにおける自然と社会・
文化に関する研究

－アジアにおける自然と社会・
文化に関する研究

－地域に密着した課題を発掘
し,その解決を目指す研究

－地域に密着した課題を発掘
し、その解決を目指す研究

－地域に密着した課題を発掘
し、その解決を目指す研究

－地域に密着した課題を発掘
し、その解決を目指す研究

－地域に密着した課題を発掘
し、その解決を目指す研究

－地域に密着した課題を発掘
し、その解決を目指す研究

－地域に密着した課題を発掘
し、その解決を目指す研究

② 　ポテンシャルの高い研究者・
研究者集団を部局横断的に結
集、組織化し、新しい研究領域
を切り拓く。

② 　ポテンシャルの高い研究者・
研究者集団を部局横断的に結
集、組織化し、新しい研究領域
を切り拓く。

② 　ポテンシャルの高い研究者・
研究者集団を部局横断的に結
集、組織化し、新しい研究領域
を切り拓く。

② 　ポテンシャルの高い研究者・
研究者集団を部局横断的に結
集、組織化し、新しい研究領域
を切り拓く。

② 　研究戦略会議の調整の下、ポ
テンシャルの高い研究者・研究
者集団を部局横断的に結集、組
織化し、新しい研究領域を切り
拓く。

② 　創造科学技術研究部を中心と
して、新しい研究領域を切り拓
く。

② 　創造科学技術研究部を中心と
して、新しい研究領域を発展さ
せる。

③ 　イノベーション共同研究セン
ターを窓口に、地域と社会の要
請に応え、研究成果、学術情報
を公表する。

③ 　イノベーション共同研究セン
ターを窓口に、地域と社会の要
請に応え、研究成果、学術情報
を公表する。

③ 　イノベーション共同研究セン
ターを窓口に、地域と社会の要
請に応え、研究成果、学術情報
を公表する。

③ 　イノベーション共同研究セン
ターを窓口に、地域と社会の要
請に応え、共同研究を推進し、
研究成果、学術情報を公表す
る。

③ 　イノベーション共同研究セン
ターを窓口に、地域と社会の要
請に応え、共同研究を推進し、
研究成果、学術情報を公表す
る。

③ 　イノベーション共同研究セン
ターを窓口に、地域と社会の要
請に応え、研究成果、分野別技
術シーズ等の学術情報を公表す
る。

③ 　イノベーション共同研究セン
ターを窓口に、地域と社会の要
請に応え、研究成果、分野別技
術シーズ等の学術情報の公表を
充実させる。

④ 　知的財産本部を中心に、静岡
TLOとの連携を強化し、技術移
転を促進するとともに特許取得
数拡大を目指す（平成16年度25
件。中期目標期間中に倍増を目
指す）。

④ 　知的財産本部を中心に、静岡
TLOとの連携を強化し、25件の
特許取得（出願中を含む）を目
指すとともに、技術移転を促進
する。

④ 　知的財産本部を中心に、静岡
TLOとの連携を強化し、技術移
転の促進を図る。

④ 　知的財産本部を中心に、静岡
TLO等との連携を強化し、技術
移転の促進を図る。

④ 　知的財産本部を中心に国内外
の技術移転組織との連携を強化
し、技術移転の促進を図る。

④ 　知的財産本部を中心に、大学
コンソーシアムによる国際知財
連携及び地域の自治体や国公私
立大学と連携し、新たな技術移
転の枠組みを構築する。

④ 　知的財産本部を中心に、大学
コンソーシアムによる国際知財
連携及び地域の自治体や国公私
立大学と連携し、技術移転の促
進を図る。

⑤ 　知的財産創出のための地域産
学官連携プロジェクト研究、ベ
ンチャー起業を目指した研究、
新産業の萌芽となる未踏技術研
究開発をそれぞれ推進する。

⑤ 　浜松地域知的クラスターと連
動し、新産業の萌芽となる未踏
技術研究開発、ベンチャー起業
を目指した研究をそれぞれ推進
する。

⑤ 　浜松、静岡各地域の産学官連
携組織との連携により、新産業
の萌芽となる未踏技術研究開
発、ベンチャー起業を目指した
研究をそれぞれ推進する。

⑤ 　浜松、静岡各地域の産学官連
携組織との連携により、新産業
の萌芽となる未踏技術研究開
発、ベンチャー起業を目指した
研究をそれぞれ推進する。

⑤ 　浜松、静岡各地域の産学官連
携組織との連携により、新産業
の萌芽となる未踏技術研究開
発、ベンチャー起業を目指した
研究をそれぞれ推進する。

⑤ 　浜松、静岡各地域の産学官連
携組織との連携により、新産業
の萌芽・育成研究とベンチャー
起業を目指した研究をそれぞれ
推進する。

⑤ 　浜松、静岡各地域の産学官連
携組織との連携により、新産業
の萌芽・育成研究とベンチャー
起業を目指した研究をそれぞれ
推進する。

⑥ 　行政機関、社会諸団体等の要
請に応える講座や講演会、各種
審議会、各種相談窓口等を通し
た、専門的知識の提供を推進す
る。

⑥ 行政機関、社会諸団体等の要
請に応える講座や講演会、各種
審議会、各種相談窓口等を通し
た、専門的知識の提供を推進す
る。

⑥ 行政機関、社会諸団体等の要
請に応える講座や講演会、各種
審議会、各種相談窓口等を通し
た、専門的知識の提供を推進す
る。

⑥ 行政機関、社会諸団体等の要
請に応える講座や講演会、各種
審議会、各種相談窓口等を通し
た、専門的知識の提供を推進す
る。

⑥ 行政機関、社会諸団体等の要
請に応える講座や講演会、各種
審議会、各種相談窓口等を通し
た、専門的知識の提供を推進す
る。

⑥ 行政機関、社会諸団体等の要
請に応える講座や講演会、各種
審議会、各種相談窓口等を通し
た、専門的知識の提供を推進す
る。

⑥ 行政機関、社会諸団体等の要
請に応える講座や講演会、各種
審議会、各種相談窓口等を通し
た、専門的知識の提供を推進す
る。

２　研究に関する目標を達成する
ための措置
（１）研究の成果に関する目標を
達成するための措置
　目指すべき研究の方向性

　研究成果の社会への還元
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

① 　部局及び研究科内の研究組織
の見直しを行い、部局横断的な
研究プロジェクト、部局内の分
野横断的な研究プロジェクトを
臨機応変に組めるようにする。

① 　部局及び研究科内の研究組織
の見直しを行い、部局横断的な
研究プロジェクト、部局内の分
野横断的な研究プロジェクトを
臨機応変に組めるようにする。

① 　研究戦略会議において、部局
横断的な研究プロジェクト、部
局内の分野横断的な研究プロ
ジェクトの推進を図り、その取
組みを支援する。

① 　研究戦略会議において、部局
横断的な研究プロジェクト、部
局内の分野横断的な研究プロ
ジェクトの推進を図り、その取
組みを支援する。

① 　研究戦略会議において、部局
横断的な研究プロジェクト、部
局内の分野横断的な研究プロ
ジェクトの推進を図り、その取
組みを支援する。

① 　部局横断的な研究プロジェク
ト、部局内の分野横断的な研究
プロジェクトの推進を図り、そ
の取組みを支援する。

① 　部局横断的な研究プロジェク
ト、部局内の分野横断的な研究
プロジェクトの推進を図り、そ
の取組みを支援する。

② 客員教授等の制度を積極的に
利用し、学外研究者との協力に
より研究の活性化を図る。

② 学外研究者との協力により研
究の活性化を図るために、客員
教授制度を見直す。

② 客員教授等の制度を積極的に
利用し、学外研究者との協力に
より研究の活性化を図る。

② 客員教授等の制度を積極的に
利用し、学外研究者との協力に
より研究の活性化を図る。

② 客員教授及び寄付講座等の制
度を積極的に利用し、学外研究
者との協力により研究の活性化
を図る。

② 客員教授及び寄付講座等の制
度を積極的に利用し、学外研究
者との協力により研究の活性化
を図る。

② 客員教授及び寄付講座等の制
度を積極的に利用し、学外研究
者との協力により研究の活性化
を図る。

③ 　一定期間研究に専念できるよ
うに、研究専念期間（サバティ
カル）制度の整備を図る。

　 　 ③ 　一定期間研究に専念できるよ
うに、特別教員研修制度を導入
する。

③ 　教員特別研修制度による派遣
を引き続き実施し、研究を推進
する。

③ 　教員特別研修制度による派遣
を引き続き実施し、研究を推進
する。

③ 　教員特別研修制度による派遣
を引き続き実施する。

③ 　教員特別研修制度による派遣
を引き続き実施する。

④ 技術職員の資質向上を図ると
ともに、研究支援体制を整備す
る。

③ 　技術職員の資質向上を図ると
ともに、教育研究への支援体制
を整備する。

④ 　技術職員の資質向上を図ると
ともに、教育研究への支援体制
を整備する。

④ 　技術職員の資質向上を図ると
ともに、教育研究への支援体制
を整備する。

④ 　技術職員の資質向上を図ると
ともに、役員会等において、新
教員組織における教育研究への
支援体制等、技術職員の在り方
について検討する。

④ 　技術職員の資質向上を図ると
ともに、研究支援体制を整備す
る。

④ 　技術職員の資質向上を図ると
ともに、研究支援体制を整備す
る。

⑤ 　プロジェクト研究にリサー
チ・アシスタントを優先的に活
用する。

　 　 ⑤ 　プロジェクト研究にリサー
チ・アシスタントを積極的に活
用する。

⑤ 　プロジェクト研究にリサー
チ・アシスタントを積極的に活
用する。

⑤ 　プロジェクト研究にリサー
チ・アシスタントを積極的に活
用する。

⑤ 　プロジェクト研究にリサー
チ・アシスタントの活用を継続
する。

⑤ 　プロジェクト研究にリサー
チ・アシスタントの活用を継続
する。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

⑥ 　大学として取り組むべきプロ
ジェクト研究に、優先的に研究
資金を配分する。

④ 大学または部局の重点研究
に、優先的に研究資金を配分す
る。

⑥ 大学または部局の重点研究
に、優先的に研究資金を配分す
る。

⑥ 大学または部局の重点研究
に、優先的に研究資金を配分す
る。

⑥ 大学または部局の重点研究
に、優先的に研究資金を配分す
る。

⑥ 大学として取り組むべきプロ
ジェクト研究に、優先的に研究
資金を配分する。

⑥ 大学として取り組むべきプロ
ジェクト研究に、優先的に研究
資金を配分する。

⑦ 　萌芽的な研究や若手研究者へ
の支援を強化する。

⑤ 　萌芽的な研究や若手研究者へ
の支援を強化する。

⑦ 　萌芽的な研究や若手研究者へ
の支援を強化する。

⑦ 　萌芽的な研究や若手研究者へ
の支援を強化する。

⑦ 　萌芽的な研究や若手研究者へ
の支援を強化する。

⑦ 　萌芽的な研究や若手研究者へ
の支援を強化する。

⑦ 　萌芽的な研究や若手研究者へ
の支援を強化する。

　適切な研究者等の配置

　研究資金の配分

（２）研究実施体制等の整備に関
する目標を達成するための措置
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

⑧ 　研究室・研究設備の有効な活
用を図る。

⑥ 　研究室の有効活用及び研究設
備の共同利用を推進する。

⑧ 　研究室の有効活用及び研究設
備の共同利用を推進する。

⑧ 　研究室の有効活用及び研究設
備の共同利用を推進する。

⑧ 　研究室の有効活用及び研究設
備の共同利用を推進する。

⑧ 　総合研究棟、イノベーション
共同研究センター等の研究ス
ペースの有効活用及び研究設備
の共同利用を推進する。

⑧ 　総合研究棟、イノベーション
共同研究センター等の研究ス
ペースの有効活用及び研究設備
の共同利用を推進する。

⑨ 全学的なマネジメントの下に
施設の有効活用及び、改築又は
補修を行う。

⑦ 　全学的なマネジメントの下に
施設の有効活用及び、改築又は
補修を行う。

⑨ 　全学的なマネジメントの下に
施設の有効活用を図るため整備
モデルの策定を図る。

⑨ 　全学的なマネジメントの下に
施設の有効活用及び、改築又は
補修を行う。

⑨ 　全学的なマネジメントの下に
施設の有効活用、及び改築又は
補修を行う。

⑨ 　全学的なマネジメントによる
施設の有効活用、及び改築又は
補修を行う。

⑨ 　全学的なマネジメントによる
施設の有効活用、及び改築又は
補修を行う。

⑩ 　情報のセキュリティを確保
し、かつ性能のよいネットワー
ク環境を整備する。

　 　 ⑩ 　平成18年度の全学ネットワー
ク更新に向け、情報セキュリ
ティの確保とネットワーク環境
整備の準備を進める。

⑩ 　情報のセキュリティを確保
し、かつ性能のよいネットワー
ク環境を整備する。

⑩ 　新しい情報基盤を強化し、情
報のセキュリティを確保すると
ともに、性能のよいネットワー
ク環境の整備を継続する。

⑩ 　新しい情報基盤を強化し、情
報のセキュリティを確保すると
ともに、性能のよいネットワー
ク環境の整備を継続する。

⑩ 　新しい情報基盤を強化し、情
報のセキュリティを確保すると
ともに、性能のよいネットワー
ク環境の整備を継続する。

⑪ 　高度な数値計算に必要な性能
を有する計算環境を確保する。

　 　 ⑪ 　平成18年度の全学ネットワー
ク更新に向け、高度な数値計算
に必要な性能を有する計算環境
確保の準備を進める。

⑪ 　高度な数値計算に必要な性能
を有する計算環境を確保する。

⑪ 　新しい情報基盤を強化し、高
度な数値計算に必要な性能を有
する計算環境の整備を継続す
る。

⑪ 　より高度な数値計算に必要な
性能を有する計算環境を保持す
るため、他大学等との連携を模
索する。

⑪ 　より高度な数値計算に必要な
性能を有する計算環境を保持す
るため、他大学等と連携する。

⑫ 図書館建物及び設備の整備に
より、効率的な情報提供を可能
とする研究環境を整備する。

　 　 ⑫ 　効率的な情報提供を可能とす
る研究環境整備について、附属
図書館委員会において検討す
る。

⑫ 　図書館建物及び設備の整備に
より、効率的な情報提供を可能
とする研究環境を検討する。

⑫ 　図書館建物及び設備の整備に
より、効率的な情報提供を可能
とする研究環境を検討する。

⑫ 　図書館建物及び設備の整備に
より、効率的な情報提供を可能
とする研究環境を検討する。

⑫ 　図書館建物及び設備の整備に
より、効率的な情報提供を可能
とする研究環境を検討する。

⑬ 　図書及び電子資料類の系統的
整備を行う。

⑧ 　図書及び電子資料類の系統的
整備を行う。

⑬ 　図書及び電子資料類の系統的
整備を行う。

⑬ 　図書及び電子資料類の系統的
整備を行う。

⑬ 　研究文献及び電子資料類の系
統的整備を行う。

⑬ 　研究文献及び電子資料類の系
統的整備を行う。

⑬ 　研究文献及び電子資料類の系
統的整備を行う。

⑭ 競争的資金の獲得により大型
研究装置を導入し共同利用す
る。

　 　 ⑭ 　大型研究装置の導入に向け、
競争的資金の獲得を目指す。

⑭ 　大型研究装置の導入に向け、
競争的資金の獲得を目指すとと
もに、共同利用等のマネジメン
トについて検討を行う。

⑭ 　大型研究装置の導入に向け、
競争的資金のほか、整備財源を
確保する。

⑭ 　競争的資金の獲得等により大
型研究装置を導入し共同利用す
る。

⑭ 　競争的資金の獲得等により大
型研究装置を導入し共同利用す
る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

⑮ 知的財産の管理及び活用に関
する実施体制を整備する。

⑨ 　浜松地区事務一元化に伴い、
知的財産本部の機能を強化す
る。

⑮ 　事務組織の再編整備により、
知的財産本部機能の向上を図
る。

⑮ 　知的財産本部の組織を理事の
下に置き、機能の充実を図る。

⑮  平成20年度以降の知的財産に
かかる、新たな実施組織を構築
する。

⑮ 　知的財産実施体制の効率的運
用を図る。

⑮ 　知的財産実施体制の効率的運
用を図る。

⑯ 　特許取得及び特許の活用を拡
大する。

　 　 ⑯ 　知的財産本部において、特許
取得及び特許活用拡大の方策を
検討する。

⑯ 　特許取得及び特許の活用を拡
大する。

⑯ 　国内、国外の有用な特許取得
及び特許の活用を拡大する。

⑯ 　基盤的かつ有用な特許取得及
び活用を図る。

⑯ 　基盤的かつ有用な特許取得及
び活用を図る。

⑰ 　技術移転促進のための産学官
交流・協働の場（技術交流会、
相談会、懇談会）などを充実し
て、これを活用する。

⑩ 　静大ベンチャーパートナーズ
（静大ファンド）、静岡TLO等
を通じて、技術移転促進を図
る。

⑰ 　知的財産本部の戦略の下に、
静大ベンチャーパートナーズ
（静大ファンド）、静岡TLO等
を通じて、技術移転促進を図
る。

⑰ 　知的財産本部の戦略の下に、
大学発ベンチャー企業の創出や
静岡TLO等を通じた技術移転促
進を図るとともに、静大ベン
チャーパートナーズ（静大ファ
ンド）を活用し、技術移転の事
業化を促進する。

⑰ 　知的財産本部の戦略の下に、
大学発ベンチャー企業の創出、
国内外の技術移転組織との連携
促進を図るとともに、大学発ベ
ンチャーによる技術移転の事業
化を促進する。

⑰ 　技術移転促進のため、学内外
における産学官交流・協働の場
（技術交流会、展示会、相談会
等）を充実させ、活用する。

⑰ 　技術移転促進のため、学内外
における産学官交流・協働の場
（技術交流会、展示会、相談会
等）を充実させ、活用する。

　知的財産の管理及び活用

　研究設備等の活用・整備
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

⑱ 　未踏技術開発等につながる、
国、自治体、研究機関とのプロ
ジェクト研究や、ニーズに基づ
く共同研究を推進する。イノ
ベーション共同研究センターに
おいては、共同研究の件数を中
期目標期間中に50％以上の増、
プロジェクト研究については倍
増を目指す。

⑪ 　未踏技術開発等につながる、
国、自治体、研究機関とのプロ
ジェクト研究や、ニーズに基づ
く共同研究を推進する。イノ
ベーション共同研究センターに
おいては、共同研究125件、プ
ロジェクト研究5件の実施を目
指す。

⑱ 　未踏技術開発等につながる、
国、自治体、研究機関とのプロ
ジェクト研究や、ニーズに基づ
く共同研究を推進する。イノ
ベーション共同研究センターに
おいては、さらなる共同研究、
プロジェクト研究の増加を目指
す。

⑱ 　未踏技術開発等につながる、
国、自治体、研究機関とのプロ
ジェクト研究や、社会のニーズ
に基づく共同研究を推進する。
イノベーション共同研究セン
ターにおいては、さらなる共同
研究、プロジェクト研究の増加
と大型プロジェクトの獲得を目
指す。

⑱ 　未踏技術開発等につながる、
国、自治体、研究機関とのプロ
ジェクト研究や、社会のニーズ
に基づく共同研究を推進する。
イノベーション共同研究セン
ターにおいては、さらなる共同
研究、プロジェクト研究の増加
と大型プロジェクトの獲得を目
指す。

⑱ 　イノベーションにつながる、
国、自治体、研究機関とのプロ
ジェクト研究や、社会のニーズ
に基づく共同研究を推進する。
イノベーション共同研究セン
ターにおいては、さらなる共同
研究、プロジェクト研究の増加
を目指す。

⑱ 　イノベーションにつながる、
国、自治体、研究機関とのプロ
ジェクト研究や、社会のニーズ
に基づく共同研究を推進する。
イノベーション共同研究セン
ターにおいては、さらなる共同
研究、プロジェクト研究の増加
を目指す。

⑲ 　学内共同研究施設間の連携に
よるプロジェクト研究、分野、
学部横断的なグループ研究を推
進する。

　 　 ⑲ 　研究戦略会議において、学内
共同研究施設間の連携によるプ
ロジェクト研究、分野、学部横
断的なグループ研究の推進を図
る。

⑲ 　研究戦略会議において、学部
等と学内共同研究施設との連携
によるプロジェクト研究、分
野、学部横断的なグループ研究
の推進を図る。

⑲ 　研究戦略会議において、学部
等と学内共同研究施設との連携
によるプロジェクト研究、分
野、学部横断的なグループ研究
の推進を図る。

⑲ 　学部等と学内共同研究施設と
の連携によるプロジェクト研
究、分野、学部横断的なグルー
プ研究の推進を図る。

⑲ 　学部等と学内共同研究施設と
の連携によるプロジェクト研
究、分野、学部横断的なグルー
プ研究の推進を図る。

⑳ 　リサーチ・アシスタント配置
などにより研究活動を支援する
体制を整備する。

　 　 ⑳ 　リサーチ・アシスタント配置
などによる研究活動の支援体制
を検討する。

⑳ 　リサーチ・アシスタント配置
などにより、研究活動を支援す
る体制の充実を図る。

⑳ 　リサーチ・アシスタント配置
などにより、研究活動を支援す
る体制の充実を図る。

⑳ 　リサーチ・アシスタント配置
などにより、研究活動を支援す
る体制を継続する。

⑳ 　リサーチ・アシスタント配置
などにより、研究活動を支援す
る体制を継続する。

① 　研究活動面に関する全学的な
評価システムとフィードバック
体制を確立する。

① 　研究活動面に関する全学的な
自己評価システムの確立に向け
た検討を開始する。

① 　評価会議において、研究活動
面に関する全学的な自己評価シ
ステムの検討を重ねる。

① 　評価会議において、研究活動
面に関する全学的な自己評価シ
ステムを構築する。

① 　評価会議において、研究活動
面に関する全学的な自己評価シ
ステムを試行する。

① 　研究活動面に関する全学的な
自己評価システムを導入する。

① 　研究活動に関し、個人及び組
織を対象に、質的な評価を可能
とする仕組み作りに着手する。

② 　研究の評価結果を、資源配分
に反映するシステムを整備す
る。

② 研究の評価結果を、資源配分
に反映するシステムの整備に向
けた検討を開始する。

② 研究の評価結果を、資源配分
に反映するシステムの整備に向
け検討する。

② 研究の評価結果を、資源配分
に反映するシステムの整備に向
け、引き続き検討する。

② 研究の評価結果を、資源配分
に反映するシステムを整備す
る。

② 研究の評価結果を、資源配分
に反映するシステムを活用す
る。

　 　 　 　 　 　 ③ 　不正防止対応計画検討会にお
いて策定された、研究者の行動
規範等を含めた不正防止計画に
基づき、コンプライアンス体制
の整備を図る。

③ 　不正防止対応計画検討会がま
とめた不正防止計画に基づき、
研究費管理規則、教職員倫理規
程等の諸規則を踏まえ、研究活
動の適正管理にかかるコンプラ
イアンス体制を整備する。

③ 　研究活動の適正管理にかかる
コンプライアンス体制を機能さ
せる。

　共同研究の推進

（３）研究活動の評価及びその改
善ための措置
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

① 　生涯学習及び社会人教育に関
する大学の活動を統合・調整す
るために、生涯学習教育研究セ
ンターなど既存の組織を見直し
新たな体制を整備する。

　 　 ① 　生涯学習及び社会人教育に関
する大学の活動を統合・調整す
るために、生涯学習教育研究セ
ンターなど既存の組織を見直
す。

① 　生涯学習及び社会人教育に関
する大学の活動を統合・調整す
るために、生涯学習教育研究セ
ンターなど既存の組織を見直し
新たな体制を整備する。

① 　生涯学習教育研究センターな
ど既存の関連組織を見直し、新
たにセンターを設置する。

① 　生涯学習教育研究センターな
ど既存の関連組織を見直し、包
括的な地域連携協働センターを
設置する。

① 　地域連携協働センターの機能
を強化し、産学官連携組織との
協働化を推進する。

② 　社会人入学制度、リカレント
教育、高度専門職業人教育、生
涯学習支援者教育を拡充する。

① 　社会人入学制度、リカレント
教育、高度専門職業人教育、生
涯学習支援者教育の拡充に向け
体制を整備する。

② 　社会人入学制度、リカレント
教育、高度専門職業人教育、生
涯学習支援者教育の拡充に向け
体制を整備する。

② 　社会人入学制度、リカレント
教育、高度専門職業人教育、生
涯学習支援者教育の拡充を図
る。

② 　社会人入学制度、リカレント
教育、高度専門職業人教育、生
涯学習支援者教育の拡充を図
る。

② 　社会人入学制度、リカレント
教育、高度専門職業人教育、生
涯学習支援者教育の拡充を図
る。

② 　社会人入学制度、リカレント
教育、高度専門職業人教育、生
涯学習支援者教育の拡充を図
る。

③ 　小学校・中学校・高校など教
育現場の連携ニーズに対応し
て、大学教員の派遣、教員研修
会などにより教育支援活動を行
う。

② 高校－大学間の連携体制を整
える。

③ 　小学校・中学校・高校など教
育現場の連携ニーズに対応し
て、大学教員の派遣、教員研修
会などにより教育支援活動を行
う。

③ 　小学校・中学校・高校など教
育現場の連携ニーズに対応し
て、大学教員の派遣、教員研修
会、生徒の受入れなどにより教
育支援活動を行う。

③ 　小学校・中学校・高校など教
育現場の連携ニーズに対応し
て、大学教員の派遣、教員研修
会、生徒の受入れなどにより教
育支援活動を行う。

③ 　小学校・中学校・高校など教
育現場の連携ニーズに対応し
て、大学教員の派遣、教員研修
会、生徒の受け入れなどにより
教育支援活動を行う。

③ 　小学校・中学校・高校など教
育現場の連携ニーズに対応し
て、大学教員の派遣、教員研修
会、生徒の受け入れなどにより
教育支援活動を行う。

④ 　科目等履修生の受け入れ、資
格取得講習の開催等を通じて、
社会人のブラッシュアップの場
を提供する。

　 　 ④ 　科目等履修生の受け入れ、資
格取得講習の開催等を通じて、
社会人のブラッシュアップの場
を提供する。

④ 　科目等履修生の受け入れ、資
格取得講習の開催等を通じて、
社会人のブラッシュアップの場
を提供する。

④ 　科目等履修生の受け入れ、資
格取得講習の開催等を通じて、
社会人のブラッシュアップの場
を提供する。

④ 　科目等履修生の受け入れ、資
格取得講習の開催等を通じて、
社会人のブラッシュアップの場
を提供する。また、教員免許更
新講習の全学的な実施体制を整
える。

④ 　科目等履修生の受け入れ、資
格取得講習の開催等を通じて、
社会人のブラッシュアップの場
を提供する。また、全学的な協
力体制の下、教員免許更新講習
を実施する。

⑤ 　公開講座、講演会、シンポジ
ウム等を積極的に開催し、地域
住民の知的要求に応える。

③ 　公開講座、講演会、シンポジ
ウム等を積極的に開催し、地域
住民の知的要求に応える。

⑤ 　公開講座、講演会、シンポジ
ウム等を積極的に開催し、地域
住民の知的要求に応える。ま
た、新たな「市民開放授業」制
度の導入等により、大学授業公
開を積極的に進める。

⑤ 　ニーズ調査に基づき、地域住
民の知的要求に応えうる公開講
座、講演会、シンポジウム等を
積極的に開催する。また、静岡
市産学交流ｾﾝﾀｰ等の利用を促進
するため、学長裁量経費により
経費面での支援を行う。

⑤ 　新たに設置されたセンターの
企画・調整の下、地域住民の知
的要求に応えうる公開講座、市
民開放授業、講演会、シンポジ
ウム等を積極的に開催する。

⑤ 　新たに設置された地域連携協
働センターの企画・調整の下、
地域住民の知的要求に応えうる
公開講座、市民開放授業、講演
会、シンポジウム等を積極的に
開催する。

⑤ 　地域連携協働センターにおい
て、地域住民の知的要求に応え
うる公開講座、市民開放授業、
講演会、シンポジウム等を積極
的に開催する。

⑥ 　地方自治体主催の市民講座等
の教育サービスと連携し協働す
る。

④ 　地方自治体主催の市民講座等
の教育サービスと連携し協働す
る。

⑥ 　地方自治体主催の市民講座等
の教育サービスと連携し協働す
る。

⑥ 　地方自治体主催の市民講座等
の教育サービスと連携し協働す
る。

⑥ 　新たに設置されたセンターを
中心に、地方自治体主催の市民
講座等の教育サービスと連携し
協働する。

⑥ 　新たに設置された地域連携協
働センターを中心に、地方自治
体主催の市民講座等の教育サー
ビスと連携し協働する。

⑥ 　地域連携協働センターを中心
に、地方自治体主催の市民講座
等の教育サービスと連携し協働
する。

⑦ 　市民相談部門（こころの相談
室、法律相談、技術相談等）の
活動を推進する。

⑤ 　市民相談部門（こころの相談
室、法律相談、技術相談等）の
活動を推進する。

⑦ 　市民相談部門（こころの相談
室、法律相談、技術相談等）の
活動を推進する。

⑦ 　市民相談部門（こころの相談
室、法律相談、技術相談等）の
活動を推進する。

⑦ 　市民相談部門（こころの相談
室、法律相談、技術相談等）の
活動を推進する。

⑦ 　市民相談部門（こころの相談
室、法律相談、技術相談等）の
活動を推進する。

⑦ 　市民相談部門（こころの相談
室、法律相談、技術相談等）の
活動を推進する。

⑧ 外国人居住者との共生に向け
た施策など地域的課題に応え
る。

　 　 ⑧ 　外国人居住者との共生に向け
た施策など地域的課題に応え
る。

⑧ 　外国人居住者との共生に向け
た施策など地域的課題に応え
る。

⑧ 　外国人居住者との共生に向け
た施策など地域的課題に応え
る。

⑧ 　外国人居住者との共生に向け
た施策など地域的課題に応え
る。

⑧ 　外国人居住者との共生に向け
た施策など地域的課題に応え
る。

⑨ 　大学の活動に関する情報を、
広く地域に向けて発信する。

⑥ 　大学の活動に関する情報を、
広く地域に向けて発信する。

⑨ 　大学の活動に関する情報を、
広く地域に向けて発信する。

⑨ 　大学の活動に関する情報を、
広く地域に向けて発信する。

⑨ 　大学の活動に関する情報を、
広く地域に向けて発信する。

⑨ 　大学の活動に関する情報を、
広く地域に向けて発信する。

⑨ 　大学の活動に関する情報を、
広く地域に向けて発信する。

⑩ 　地方自治体・教育委員会・産
業界などとの交流の場を多様化
し拡充する。

⑦ 地方自治体・教育委員会・産
業界などとの交流の場を多様化
し拡充する。

⑩ 地方自治体・教育委員会・産
業界などとの交流の場を多様化
し拡充する。

⑩ 地方自治体・教育委員会・産
業界などとの交流の場を多様化
し拡充する。

⑩ 地方自治体・教育委員会・産
業界などとの交流の場を多様化
し拡充する。

⑩ 地方自治体・教育委員会・産
業界などとの交流の場を多様化
し拡充する。

⑩ 地方自治体・教育委員会・産
業界などとの交流の場を多様化
し拡充する。

⑪ 　大学発のベンチャー企業を積
極的に育て発展させる。

⑧ 　大学発のベンチャー企業を積
極的に育て発展させる。

⑪ 　大学発のベンチャー企業を積
極的に育て発展させる。

⑪ 　大学発のベンチャー企業を積
極的に創出し、成長発展のた
め、経営の質を重視した支援指
導を実施する。

⑪ 　大学発ベンチャーへの支援機
能をさらに充実し、優れた創業
企業を支援する。

⑪ 　大学発ベンチャーへの経営面
を含めた支援機能をさらに充実
し、優れた創業企業を支援す
る。

⑪ 　大学発ベンチャーへの経営面
を含めた支援機能をさらに充実
し、優れた創業企業を支援す
る。

３　社会との連携に関する目標を
達成するための措置
　地域社会等との連携・協力
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平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

⑫ 　附属図書館の地域公開をさら
に拡充する。

⑨ 　学外者への貸出拡大など、附
属図書館の地域公開をさらに拡
充する。

⑫ 　多様な形態による附属図書館
の地域公開を進める。

⑫ 　多様な形態による附属図書館
の地域公開を進める。

⑫ 　県内公共図書館間との連携等
を強化し、多様な形態による附
属図書館の地域公開を進める。

⑫ 　県内公共図書館間との連携等
を強化し、多様な形態による附
属図書館の地域公開を進める。

⑫ 　県内公共図書館間との連携等
を強化し、多様な形態による附
属図書館の地域公開を進める。

⑬ 　地域住民による体育施設、農
場など諸施設の利用を促進す
る。

　 　 ⑬ 　地域住民による体育施設、農
場など諸施設の利用の促進に向
けた方策を検討する。

⑬ 　地域住民による体育施設、農
場など諸施設の利用を促進す
る。

⑬ 　地域住民による体育施設、農
場など諸施設の利用を促進す
る。

⑬ 　地域住民による体育施設、農
場など諸施設の利用を促進す
る。

⑬ 　地域住民による体育施設、農
場など諸施設の利用を促進す
る。

⑭ 　大学開放事業を拡大・充実さ
せる。

　 　 ⑭ 　大学開放事業を拡大・充実さ
せる。

⑭ 　大学開放事業を拡大・充実さ
せる。

⑭ 　大学開放事業を拡大・充実さ
せる。

⑭ 　大学開放事業を拡大・充実さ
せる。

⑭ 　大学開放事業を拡大・充実さ
せる。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

⑮ 　定期的な懇談会の開催等を通
じて、同窓会等との日常的連携
を強化する。

⑪ 　各同窓会による授業科目の開
設、卒業生による講演会の開催
に向けた準備を開始する。

⑮ 　全学同窓会による授業科目の
開設、卒業生による講演会の開
催について検討する。

⑮ 　各同窓会と連携し、卒業生に
よる講演会等を開催する。

⑮ 　各同窓会と連携し、卒業生に
よる講演会等を開催する。

⑮ 　各同窓会と連携し、卒業生に
よる講演会等を開催する。

⑮ 　各同窓会と連携し、卒業生に
よる講演会等を開催する。

⑫ 同窓会等との定期的な懇談会
の開催等を通じて、連携を強化
する。

⑯ 同窓会等との定期的な懇談会
の開催等を通じて、連携を強化
する。

⑯ 同窓会等との定期的な懇談会
の開催等を通じて、連携を強化
する。

⑯ 同窓会等との定期的な懇談会
の開催等を通じて、連携を強化
する。

⑯ 同窓会等との定期的な懇談会
の開催等を通じて、連携を強化
する。

⑯ 同窓会等との定期的な懇談会
の開催等を通じて、連携を強化
する。

⑯ 　平成16年度に連合同窓会を発
足させ、その本部を学内に設け
る。

⑩ 全学同窓会を発足させ、その本
部を学内に設ける。

⑰ 　全学同窓会本部に奨学金制度
等の支援を依頼する。

⑰ 　全学同窓会を通じて、寄附金
等の支援を依頼する。

⑰ 　全学同窓会を通じて、寄附金
等の支援を依頼する。

⑰ 　全学同窓会を通じて、創立60
周年に向けて、大学の支援者を
確保する。

⑰ 　全学同窓会等と連携してホー
ムカミングデー等を開催し、同
窓生に大学の現状を認識し、教
職員・学生と交流する機会を設
ける。

① 　留学生センター及び関連委員
会等の改組再編を通じて、学生
交流と研究交流の組織的支援と
推進に向けた体制を平成18年度
までに構築し、大学の国際化を
総合的に促進する。

① 　留学生センター及び関連委員
会等の改組再編に向け、検討を
開始する。

① 　国際交流に係る総括的な組織
の整備に向け、国際交流検討会
議(仮称)を設置する。

① 　大学の国際化を総合的に促進
するため、留学生センター及び
関連委員会等を改組再編し、国
際交流センターを設置する。

① 　国際交流センターを中心に、
学生交流と研究交流を組織的に
支援し、大学の国際化を総合的
に促進する。

① 　国際交流センターを中心に、
学生交流と研究交流を組織的に
支援し、大学の戦略的な国際化
を総合的に促進する。

① 　国際交流センターを中心に、
学生交流と研究交流を組織的に
支援し、大学の戦略的な国際化
を総合的に促進する。

② 　留学生のニーズの多様化に対
応する教育プログラムの開設、
サマースクールの拡大等をすす
める。

② 　留学生のニーズの多様化に対
応する教育プログラムの開設、
サマースクールの拡大等をすす
める。

② 　留学生のニーズの多様化に対
応する教育プログラムの開設、
サマースクールの拡大等を進め
る。

② 　留学生のニーズの多様化に対
応する教育プログラムの充実、
サマースクールの拡大等を図
る。

② 　国際交流センターにおいて、
留学生のニーズの多様化に対応
する教育プログラムの充実、サ
マースクールの拡大等を図る。

② 　国際交流センターにおいて、
留学生のニーズの多様化に対応
する教育プログラムの充実、サ
マースクールの拡大等を図る。

② 　国際交流センターにおいて、
留学生のニーズの多様化に対応
する教育プログラムの充実、サ
マースクールの拡大等を図る。

③ 　魅力ある静岡大学の姿を積極
的に打ち出すために、海外にお
ける大学説明会への参加やホー
ムページの充実を図る。

③ 留学生受け入れ拡大に向け、
海外における大学説明会に積極
的に参加する。

③ 海外における大学説明会に積
極的に参加するとともにホーム
ページの充実を図る。

③ 国内外における大学説明会に
積極的に参加するとともにホー
ムページの充実を図る。

③ 国内外における大学説明会に
積極的に参加するとともに、新
たに立ち上げた国際交流セン
ターのホームページ等を通じ
て、積極的な情報発信を行う。

③ 国内外における大学説明会に
積極的に参加するとともに、国
際交流センターのホームページ
等を通じて、積極的な情報発信
を行う。

③ 国内外における大学説明会に
積極的に参加するとともに、国
際交流センターのホームページ
等を通じて、積極的な情報発信
を行う。

④ 　留学生の受け入れや学生の海
外派遣を増加させるための体制
を整備する。

④ 　留学生の受け入れや学生の海
外派遣を増加させるための体制
を整備する。

④ 　留学生の受け入れや学生の海
外派遣を増加させるため、コー
ディネーターの配置等、体制の
整備に向け検討を進める。

④ 　留学生の受け入れや学生の海
外派遣を増加させるための体制
を整備する。

④ 　国際交流センター学生交流部
門を中心に、留学生の受け入れ
や学生の海外派遣を増加させる
ための方策を検討する。

④ 　国際交流センター学生交流部
門を中心に、留学生の受け入れ
や学生の海外派遣を増加させる
ための体制整備を図る。必要が
あればマネジメント教員を補充
する。

④ 　国際交流センターを中心に、
留学生の受け入れや学生の海外
派遣を増加させるための施策を
進めるとともに、国際交流基金
を活用した事業を展開する。

４　国際交流に関する目標を達成
するための措置
　諸外国の大学等との交流

　同窓会等との連携強化
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

⑤ 　国際交流協定校の拡大と協定
校との協定内容（学生交流、学
術交流、共同研究等）の充実を
図る。

　 　 ⑤ 　国際交流協定校の拡大と協定
校との協定内容（学生交流、学
術交流、共同研究など）の充実
を図る。

⑤ 　国際交流協定校の拡大と協定
校との協定内容（学生交流、学
術交流、共同研究など）の整
備・充実を図る。

⑤ 　国際交流協定校の拡大と協定
校との協定内容（学生交流、学
術交流、共同研究など）の整
備・充実を図る。また、交流協
定大学との国際会議を本学にお
いて開催する。

⑤ 　国際交流協定校の拡大と協定
校との協定内容（学生交流、学
術交流、共同研究など）の整
備・充実を図る。

⑤ 　国際交流協定校の拡大と協定
校との協定内容（学生交流、学
術交流、共同研究等）の整備・
充実を図る。

⑥ 　国際交流に関するデータベー
スの構築と運用の拡充を図る。

　 　 ⑥ 　国際交流に関するデータベー
スシステムの構築へ向け、検討
を進める。

⑥ 　国際交流センターにおいて、
国際交流に関するデータベース
システムの構築へ向け、検討を
進める。

⑥ 　国際交流センターにおいて、
国際交流に関するデータベース
システムの構築へ向け、引き続
き検討を進める。

⑥ 　国際交流センターにおいて、
国際交流に関するデータベース
の構築へ向け、データ収集を行
い、先行的にホームページで公
開する。

⑥ 　国際交流センターにおいて、
国際交流に関するデータベース
を構築し、運用する。

⑦ 教員任用制度を柔軟に活用
し、諸外国の大学等との教育研
究上の人的交流を促進する。

　 　 ⑦ 　諸外国の大学等との教育研究
上の人的交流を促進するため、
教員任用制度の柔軟な活用等に
ついて検討する。

⑦ 　教員任用制度等を積極的に活
用し、諸外国の大学等との教育
研究上の人的交流を促進すると
ともに、国際交流センターにお
いて、新たな招聘･派遣制度に
ついて検討する。

⑦ 　教員任用制度等を積極的に活
用し、諸外国の大学等との教育
研究上の人的交流を促進すると
ともに、国際交流センターにお
いて、新たな招聘･派遣制度に
ついて引き続き検討する。

⑦ 　教員任用制度等を積極的に活
用し、諸外国の大学等との教育
研究上の人的交流を促進する。

⑦ 　教員任用制度等を柔軟に活用
し、諸外国の大学等との教育研
究上の人的交流を促進する。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

⑧ 　開発途上国への教育研究及び
技術開発面での協力体制を整備
する。

　 　 ⑧ 　開発途上国への教育研究及び
技術開発面での協力体制の在り
方について、検討を進める。

⑧ 　国際交流センターにおいて、
開発途上国への教育研究及び技
術開発における協力体制を整備
し、各事業を推進する。

⑧ 　国際交流センターにおいて、
平成18年度に実施した学内の関
連分野教員への聞き取り調査の
結果を踏まえ、開発途上国への
教育研究及び技術開発における
協力体制を整備し、各事業を推
進する。

⑧ 　国際交流センターにおいて、
開発途上国への教育研究及び技
術開発における協力体制を整備
し、各事業に取り組むととも
に、大学として教職員のＪＩＣ
Ａ国際協力人材登録への登録を
奨励する。

⑧ 　国際交流センターにおいて、
開発途上国への教育研究及び技
術開発における協力体制を整備
し、各事業に取り組むととも
に、大学として教職員のＪＩＣ
Ａ国際協力人材登録への登録を
奨励する。

⑨ 　国際協力事業団等が主催する
国際的教育関係プロジェクト等
に協力する。

⑤ 　独立行政法人国際協力機構等
が主催する国際的教育関係プロ
ジェクト等に協力する。

⑨ 　独立行政法人国際協力機構等
が主催する国際的教育関係プロ
ジェクト等に協力する。

⑨ 　独立行政法人国際協力機構等
が主催する国際的教育関係プロ
ジェクト等に協力する。

⑨ 　独立行政法人国際協力機構等
が主催する国際的教育関係プロ
ジェクト等に協力する。

⑨ 　独立行政法人国際協力機構等
が主催する国際的教育関係プロ
ジェクト等に協力する。

⑨ 　独立行政法人国際協力機構等
が主催する国際的教育関係プロ
ジェクト等に協力する。

⑩ 　地域社会の国際化に対応した
外国人等への教育支援を推進す
る。

⑥ 地域社会の国際化に対応した
外国人等への教育支援に取り組
む。

⑩ 地域社会の国際化に対応した
外国人等への教育支援に取り組
む。

⑩ 地域社会の国際化に対応した
外国人等への教育支援に取り組
む。

⑩ 地方自治体とも連携し、地域
社会の国際化に対応した外国人
等への教育支援に取り組む。

⑩ 地方自治体とも連携し、地域
社会の国際化に対応した外国人
等への教育支援に取り組む。

⑩ 地方自治体とも連携し、地域
社会の国際化に対応した外国人
等への教育支援に取り組む。

① 　教育実習の在り方を検討し、
一層の充実を図る。

① 　教育実習の在り方を検討し、
一層の充実を図る。

① 　教育実習検討委員会におい
て、教育実習の在り方を検討
し、一層の充実を図る。

① 　教育実習検討委員会におい
て、教育実習の在り方を検討
し、一層の充実を図る。

① 　教員養成カリキュラム委員会
での教育実習の在り方について
の根本的な検討を踏まえ、教育
実習の一層の充実を図る。

① 　教員養成カリキュラム委員会
での教育実習の在り方について
の根本的な検討を踏まえ、教育
実習の一層の充実を図る。

① 　教員養成カリキュラム委員会
での教育実習の在り方について
の根本的な検討を踏まえ、教育
実習の一層の充実を図る。

② 　附属学校園間や附属学校園と
大学・学部間の授業担当の交流
を推進する。

② 　附属学校園間や附属学校園と
大学・学部間の授業担当の交流
を推進する。

② 　附属学校園間や附属学校園と
大学・学部間の授業担当の交流
を推進する。

② 　附属学校園間や附属学校園と
大学・学部間の授業担当の交流
を推進する。

② 　附属学校園間や附属学校園と
大学・学部間の授業担当の交流
を推進する。

② 　附属学校園間や附属学校園と
大学・学部間の授業担当の交流
を推進する。

② 　附属学校園間や附属学校園と
大学・学部間の授業担当の交流
を推進する。

③ 学部生及び大学院生の実践現
場での参画活動を伴う授業科目
を附属学校園と共同で実施する
など、日常的な連携を強化す
る。

③ 　学部生及び大学院生の実践現
場での参画活動を伴う授業科目
を附属学校園と共同で実施する
など、日常的な連携を強化す
る。

③ 　学部生及び大学院生の実践現
場での参画活動を伴う授業科目
を附属学校園と共同で実施する
など、日常的な連携を強化す
る。

③ 　学部生及び大学院生の実践現
場での参画活動を伴う授業科目
を附属学校園と共同で実施する
など、日常的な連携を強化す
る。

③ 　学部生及び大学院生の実践現
場での参画活動を伴う授業科目
を附属学校園と共同で実施する
など、日常的な連携を強化す
る。

③ 　学部生及び大学院生の実践現
場での参画活動を伴う授業科目
を附属学校園と共同で実施する
など、日常的な連携を強化す
る。

③ 　学部生及び大学院生の実践現
場での参画活動を伴う授業科目
を附属学校園と共同で実施する
など、日常的な連携を強化す
る。

　教育研究活動に関連した国際協
力

５　附属学校園に関する目標を達
成するための措置
　大学・学部との連携・協力
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

④ 　平成16年度に、附属学校園の
将来計画に関して総合的に検討
を行う委員会を設置し、学校運
営の改善を図る。

④ 　附属学校園の将来計画に関し
て総合的に検討を行う委員会を
設置する。

④ 　附属学校園総合計画委員会で
策定する計画案に段階的に取り
組む。

④ 　附属学校園総合計画委員会で
策定された計画案に段階的に取
り組む。

④ 　附属学校園総合計画委員会が
策定した附属学校園の将来計画
の実施に向けて検討を進める。

④ 　平成19年度に役員会の下にお
かれた、附属学校園の在り方に
関するＷＧ等において、附属学
校園の役割及び将来像等につい
て検討を行い、方向性を示す。

④ 　附属学校園の在り方に関する
ＷＧ等における検討を踏まえ、
将来計画を策定するとともに、
各学校園において学校運営の改
善に着手する。

⑤ 　異校種間、同校種間の連携を
いっそう深めるとともに、平成
16年度に、附属学校園ごとに
「特色ある学校づくり計画書」
を策定し、取り組み可能な課題
から実施する。

⑤ 　異校種間、同校種間の連携を
いっそう深めるとともに、附属
学校園ごとに「特色ある学校づ
くり計画書」を策定し、取り組
み可能な課題から実施する。

⑤ 　異校種間、同校種間の連携を
一層深めるとともに、「特色あ
る学校づくり計画書」に基づ
き、取り組み可能な課題から実
施する。

⑤ 　異校種間、同校種間の連携を
一層深めるとともに、「特色あ
る学校づくり計画書」に基づ
き、取り組み可能な課題から実
施する。

⑤ 　異校種間、同校種間の連携を
一層深めるとともに、「特色あ
る学校づくり計画書」に基づい
て実施した取り組みを評価し、
改善を図る。

⑤ 　異校種間、同校種間の連携を
一層深めるとともに、「特色あ
る学校づくり計画書」に基づ
き、相互交流や合同研修会等を
実施する。

⑤ 　異校種間、同校種間の連携を
一層深めるとともに、「特色あ
る学校づくり計画書」に基づ
き、相互交流や合同研修会等を
実施する。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
⑥ 　大学・学部及び地域の公私立

学校園等と連携・共同し、学校
現場における今日的な教育課題
に対応した研究開発を行う「学
校現場型研究プロジェクト」を
実施する。

⑥ 　大学・学部及び地域の公私立
学校園等と連携・共同し、学校
現場における今日的な教育課題
に対応した研究開発を行う「学
校現場型研究プロジェクト」の
実施に向けた準備を開始する。

⑥ 　大学・学部及び地域の公私立
学校園等と連携・共同し、学校
現場における今日的な教育課題
に対応した研究開発を行う「学
校現場型研究プロジェクト」を
推進する。

⑥ 　大学・学部及び地域の公私立
学校園等と連携・共同し、学校
現場における今日的な教育課題
に対応した研究開発を行う「学
校現場型研究プロジェクト」を
推進する。

⑥ 　大学・学部及び地域の公私立
学校園等と連携・共同し、学校
現場における今日的な教育課題
に対応した研究開発を行う「学
校現場型研究プロジェクト」を
推進する。

⑥ 　大学・学部及び地域の公私立
学校園等と連携・共同し、学校
現場における今日的な教育課題
に対応した研究開発を行う「学
校現場型研究プロジェクト」を
推進する。

⑥ 　大学・学部及び地域の公私立
学校園等と連携・共同し、学校
現場における今日的な教育課題
に対応した研究開発を行う「学
校現場型研究プロジェクト」を
推進する。

⑦ 　ネットワークや情報機器類の
整備を進め、地域の情報拠点機
能を強化することにより、e-
Learningや情報提供等の事業を
積極的に行う。

⑦ 　ネットワークや情報機器類の
整備による地域の情報拠点機能
強化に向け、ニーズ調査を実施
する。

⑦ 　ネットワークや情報機器類の
整備を進め、地域の情報拠点機
能を強化することにより、e-
Learningや情報提供等の事業を
段階的に実施する。

⑦ 　ネットワークや情報機器類の
整備を進め、地域の情報拠点機
能を強化することにより、e-
Learningや情報提供等の事業を
段階的に実施する。

⑦ 　ネットワークや情報機器類の
整備を進め、地域の情報拠点機
能を強化することにより、e-
ラーニングや情報提供等の事業
を引き続き実施する。

⑦ 　ネットワークや情報機器類の
整備を進め、地域の情報拠点機
能を強化することにより、e-
ラーニングや情報提供等の事業
を引き続き実施する。

⑦ 　ネットワークや情報機器類の
整備を進め、地域の情報拠点機
能を強化することにより、e-
ラーニングや情報提供等の事業
を引き続き実施する。

⑧ 　サテライト教室を会場にした
公開講座等を開催する。

　 　 ⑧ 　サテライト教室を会場にした
公開講座等の開催に向け、現職
教員研修等に焦点を絞ったニー
ズ調査を実施する。

⑧ 　サテライト教室のシステム更
新及び現職教員研修等の活用方
法について検討する。

⑧ 　教育学部において、サテライ
ト教室のシステム更新及び現職
教員研修等での活用方法につい
て検討する。

⑧ 　新たに設置された地域連携協
働センター及びサテライト教室
遠隔教育システム運営委員会に
おいて、サテライト教室のシス
テム更新及び現職教員研修等で
の活用方法について検討する。

⑧ 　サテライト教室遠隔教育シス
テム運営委員会での活用方法の
検討結果に基づき、研修・講座
等を開催する。

　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  

⑨ 　施設設備の実態調査の実施と
課題の整理を行い、充実に向け
た年度計画案を策定する。

⑧ 　施設設備の実態調査の実施と
課題の整理を行い、充実に向け
た年度計画案を策定する。

⑨ 　施設設備の実態調査の実施と
課題の整理を行い、充実に向け
た年度計画案を策定する。

⑨ 　施設設備の実態調査により整
理した課題に基づき修繕等を行
い、施設整備の充実を図る。

⑨ 　施設設備の実態調査により整
理した課題に基づき修繕等を行
い、施設整備の充実を図る。

⑨ 　施設設備の実態調査により整
理した課題に基づき修繕等を行
い、施設整備の充実を図る。

⑨ 　施設設備の実態調査により整
理した課題に基づき修繕等を行
い、施設整備の充実を図る。

⑩ 　サテライト教室を全学の施設
として大学院の授業等に活用す
るとともに、土曜日、日曜日に
学校施設を活用できるようにす
る。

⑨ サテライト教室の全学施設と
しての利用に向け、大学院の授
業等に活用するとともにより広
範なニーズ調査を実施する。

⑩ 　サテライト教室等の学校施設
の全学利用について、各部局を
対象とするニーズ調査を実施す
る。

⑩ 　サテライト教室等の学校施設
の全学利用に向け、システム及
び機器の整備と活用方法につい
て検討する。

⑩  教育学部において、サテライ
ト教室等の学校施設の全学利用
に向け、システム及び機器の整
備と活用方法について検討す
る。

⑩ 　サテライト教室を大学院の授
業等に活用するとともに、平成
19年度のサテライト教室遠隔教
育システム運営委員会での検討
結果に基づき、実施事業等を企
画・立案する。

⑩ 　サテライト教室を大学院の授
業等に活用するとともに、平成
20年度にサテライト教室遠隔教
育システム運営委員会で検討し
た事業等を実施する。

　学校運営の改善

　地域の拠点校としての役割

　施設設備の充実
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

① 学長・理事を全学的な経営戦略
策定の中核として、学長補佐体
制の強化を図る。

① 　学長・理事を全学的な経営戦
略策定の中核として、学長補佐
体制の強化を図る。

① 　学長・理事を全学的な経営戦
略策定の中核として、学長補佐
体制の充実を図る。

① 　学長・理事を全学的な経営戦
略策定の中核として、学長補佐
体制の充実を図る。

① 　学長・理事を全学的な経営戦
略策定の中核として、学長補佐
体制の充実を図る。

① 　平成19年度に新たに発足した
学長補佐体制を検証し、改善に
努める。

① 　平成19年度に新たに発足した
学長補佐体制の検証に基づき、
改善に努める。

 －学内資源（人員、予算、施
設等）の有効かつ効果的な運用
を実現するために、学長指名に
よる構成員（学外から登用する
専門的能力を有する人材を含
む）からなる戦略会議等を設置
する。

　－学内資源（人員、予算、施
設等）の有効かつ効果的な運用
を実現するために、役員会の下
に、組織・人事管理委員会、予
算管理委員会、施設マネジメン
ト委員会、人事労務制度検討会
議、研究戦略会議を設置する。

② 　部局単位での政策立案能力と
組織運営の機動性・効率性を高
めるために、副学部長・代議員
会等を設置し、部局長のリー
ダーシップを確立する。

② 　部局単位での政策立案能力と
組織運営の機動性・効率性を高
めるために、副学部長・代議員
会等を設置し、部局長のリー
ダーシップを確立する。

② 　部局単位での政策立案能力と
組織運営の機動性・効率性の向
上を図る。

② 　部局単位での政策立案能力と
組織運営の機動性・効率性の向
上を図る。

② 　部局単位での政策立案能力と
組織運営の機動性・効率性の向
上を図る。

② 　部局の政策立案能力と組織運
営の機動性・効率化の検証を行
い、改善に努める。

② 　部局の政策立案能力と組織運
営の機動性・効率化の検証を行
い、改善に努める。

③ 各教員が教育研究に専念でき
るようにするために、教授会の
所掌事項を精選する。

③ 　教授会通則を設け、教授会の
所掌事項を精選する。

③ 各教員が教育研究に専念でき
るようにするために、各種委員
会等の見直しを図る。

③ 各教員が教育研究に専念でき
るようにするために、教授会等
の回数・所要時間を減らす等の
見直しを図る。

③ 各教員が教育研究に専念でき
るようにするために、教授会等
の回数・所要時間を減らす等の
見直しを図る。

③ 各教員が教育研究に専念でき
るようにするために、教授会の
所掌事項が精選され、効果的な
意思決定と運営が機能している
か検証し、改善に努める。

③ 各教員が教育研究に専念でき
るようにするために、教授会の
所掌事項が精選され、効果的な
意思決定と運営が機能している
か検証し、改善に努める。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

④ 監査室を設け、業務の権限と
責任の分担をより明確にすると
ともに、相互の内部チェック機
能を強化する。

④ 　監査室を設け、業務の権限と
責任の分担をより明確にすると
ともに、相互の内部チェック機
能を強化する。

④ 　監査の独立性と相互の内部
チェック機能の強化を図る。

④ 　監査室を設け、業務の権限と
責任の分担をより明確にすると
ともに、相互の内部チェック機
能を強化する。

④ 　監査室において、業務の権限
と責任の分担をより明確にする
とともに、相互の内部チェック
機能を強化する。

④ 　監査室において、業務の権限
と責任の分担をより明確にする
とともに、相互の内部チェック
機能を強化する。

④ 　監査室において、業務の権限
と責任の分担をより明確にする
とともに、相互の内部チェック
機能を強化する。

⑤ 　監査室の体制を見直し、内部
統制機能を強化するシステムを
整備する。

⑤ 　新たな形態の監査室を設置
し、業務、会計両面の監査を一
元的に行い、内部統制機能を強
化するシステムを整備する。

⑤ 　業務、会計両面の監査を一元
的に行い、内部統制機能を強化
するシステムを整備する。

① 　社会的ニーズや教育研究の進
展を踏まえ、役員会及び企画･
調整会議等において、教育研究
組織の再編成・見直しについて
審議を行う。

① 　社会的ニーズや教育研究の進
展を踏まえ、役員会及び企画･
調整会議等において、教育研究
組織の再編成・見直しについて
審議を行う。

① 　社会的ニーズや教育研究の進
展を踏まえ、役員会及び企画･
調整会議等において、教育研究
組織の再編成・見直しについて
審議を行い、所要の改革に取り
組む。

① 　社会的ニーズや教育研究の進
展を踏まえ、役員会及び企画･
調整会議等において、教育研究
組織の再編成・見直しについて
審議を行い、所要の改革に取り
組む。

① 　法科大学院の平成17年度設置
を目指し、人文学部及び人文社
会科学研究科の組織再編を図
る。引き続き、学部分割等、受
験生ニーズに応え、社会に分か
り易い組織改革を図る。

② 法科大学院の平成17年度開設
を目指し、設置申請を行う。

① 人文学部及び人文社会科学研
究科の組織再編を図るとともに
学部分割等、受験生ニーズに応
え、社会に分かり易い組織改革
を検討する。

② 人文社会科学研究科各専攻の
コース及び分野を再編するとと
もに、人文学部の組織再編につ
いて、学部分割等、受験生ニー
ズに応え、社会に分かり易い改
革案を検討する。

② 人文学部の組織再編につい
て、学部分割等、受験生ニーズ
に応え、社会に分かり易い改革
案を策定する。

② 人文学部及び人文社会科学研
究科の組織再編について、社会
人教育の見直しや、国公私連携
の大学院設置構想とも関連させ
て、学部分割等、受験生ニーズ
に応え、社会に分かり易い改革
案を策定する。

② 人文学部及び人文社会科学研
究科の組織再編については、社
会人教育の在り方、国公私大学
連携による共同大学院構想の進
展等を踏まえ、受験生ニーズに
も応え、社会に分かり易い組織
改革の構想案を策定する。

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためにとるべき
１　運営体制の改善に関する目標
を達成するための措置
　全学的な経営戦略の確立

　学部長等を中心とした機動的・
戦略的な学部等の運営

　内部監査機能の充実

２　教育研究組織の見直しに関す
る目標を達成するための措置
　教育研究組織の見直し
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

② 　電子科学研究科及び理工学研
究科を改組し、農学部教員の参
加も得て、浜松地区と静岡地区
に地域産業とも関連した特色あ
る高度な大学院（博士課程）の
平成18年度新設を目指す。

③ 電子科学研究科及び理工学研
究科を改組し、浜松地区と静岡
地区に地域産業とも関連した特
色ある高度な大学院（博士課
程）の平成18年度新設を目指
し、教育部、研究部の基本構想
を策定する。

② 自然科学系新大学院の平成18
年度開設を目指し、設置申請を
行う。新大学院の設置に先立
ち、電子科学研究科にナノビ
ジョン工学専攻を設置する。

③ 　電子科学研究科及び理工学研
究科を改組して、創造科学技術
大学院、理学研究科、工学研究
科を設置し、設置計画に沿った
特色ある教育研究活動を進め
る。

③ 　平成18年度に設置した創造科
学技術大学院、理学研究科、工
学研究科において、設置計画に
沿った特色ある教育研究活動を
進める。

③ 　創造科学技術大学院の教育部
及び研究部についての検証を行
い、必要な改善の方策を立案す
る。

③ 　創造科学技術大学院の教育部
及び研究部についての検証に基
づく改善方策を実施する。

④ 　工学部夜間主コースを廃止
し、工学研究科に事業開発マネ
ジメント専攻を設置する。

　  　  　  

③ 　アジアに根ざした自然と社
会・文化に関する研究科の設置
を目指す。

　 　 ③ 　アジアに根ざした自然と社
会・文化に関する新研究科の設
置形態について全学的な調整を
図る。

⑤ 文系新大学院（博士課程）の
設置を目指し、ワーキング等に
おいて設置形態について検討を
進め、全学的な調整を図る。

④ 文系新大学院（博士課程）の
設置を目指し、ワーキング等に
おいて設置形態について検討を
進め、全学的な調整を図る。

④ 教育研究等組織検討ワーキン
グにおいて、アジアに根ざした
自然と社会・文化に関する研究
科又は専攻の設置を検討する。

④ アジアに根ざした自然と社
会・文化に関する研究科又は専
攻の具体的な構想案を策定す
る。

④ 　附置研究所の部門を再編し、
ナノビジョン関係のセンターを
設置するなどして、21世紀に対
応した研究環境の整備を図る。

① 　附置研究所の部門を再編し、
21世紀に対応した研究環境の整
備を図る。

④ 大型外部資金等により附置研
究所に新たな研究設備を導入し
て、21世紀に対応した研究環境
の整備を図る。

⑥ 大型外部資金等により附置研
究所に新たな研究設備を導入し
て、21世紀に対応した研究環境
の整備を図る。

⑤ 　大型外部資金等により附置研
究所に新たな研究設備を導入し
て、21世紀に対応した研究環境
の整備を図るとともに、世界拠
点を目指して、ナノビジョン研
究推進センターの改組に向けた
検討を進める。

⑤ 　世界拠点を目指して、ナノビ
ジョン研究推進センターを国際
ナノビジョン研究推進センター
に改組する。また、今後の附置
研究所の在り方について、検討
を開始する。

⑤ 　今後の附置研究所の在り方に
ついての検討案を策定する。

⑤ 　教員養成課程の質的充実と強
化のため、教育学部の改組を図
る。

④ 　教員養成課程の質的充実と強
化のため、教育学部の改組案を
策定する。

⑤ 　教員養成課程の質的充実と強
化のため、引き続き教育学部の
改組案を策定する。

⑦ 　教員養成課程の質的充実と強
化のため、引き続き教育学部の
改組案を策定する。

⑥ 　教員養成課程の質的充実と強
化のため、引き続き教育学部及
び教育学研究科の改組案を策定
する。

⑥ 　教育学研究科に教職大学院に
準ずる教育内容･方法の高度教
育実践専修を開設するととも
に、教職大学院の設置準備をす
すめる。

⑥ 　教員養成課程の質的充実と強
化のため、教職大学院設置を主
な内容とする学部・大学院を改
組する。

⑥ 　平成18年度に、理学部生物地
球環境科学科を発展的に改組
し、生命の秩序と多様な適応戦
略を中心とする学科と、地球の
進化ならびに地球環境をテーマ
とした学科の2学科を設置する｡

⑤ 　理学部生物地球環境科学科の
改組に向け、準備を開始する。

⑥ 理学部新学科の平成18年度設
置の準備を進める。

⑧ 　理学部生物地球環境科学科を
生物科学科と地球科学科に改組
し、５学科とする。

⑦ 　平成18年度に改組した理学部
生物科学科と地球科学科におい
て、改組計画に沿った特色ある
教育研究を進める。

⑦ 　理学部生物科学科と地球科学
科において、改組計画に沿った
特色ある教育研究を進める。

⑦ 　理学部生物科学科と地球科学
科において、改組計画に沿った
特色ある教育研究を進める。

⑨ 　農学部を共生バイオサイエン
ス学科、環境森林科学科及び応
用生物化学科の３学科に改組す
る。

⑧ 　農学研究科を共生バイオサイ
エンス専攻、環境森林科学専攻
及び応用生物化学専攻の３専攻
に改組するための検討を進め
る｡

⑧ 　農学研究科を共生バイオサイ
エンス専攻、環境森林科学専攻
及び応用生物化学専攻の３専攻
に改組する｡

⑧ 　農学研究科３専攻の設置計画
に沿った特色ある教育研究活動
を進める｡

　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  

⑦ 　中期目標期間中に、近隣の大
学との統合を目指す。

⑥ 　近隣の大学との統合に向けた
協議を継続する。

⑦ 　近隣の大学との統合に向けた
協議を継続する。

⑩ 　近隣の大学との統合を視野に
入れつつ、様々な連携協力を具
体的に進める。

⑨ 　浜松医科大学と教育･研究連
携に関する包括的協力協定に基
づく事業を展開する等、近隣の
大学との統合を視野に入れつ
つ、様々な連携協力を具体的に
進める。

⑨ 　浜松医科大学と教育･研究連
携に関する包括的協力協定に基
づく事業（シンポジウム等）を
展開する等、近隣大学と、大学
コンソーシアム構想を構築す
る。

⑨ 　大学コンソーシアム構想に基
づく事業や、浜松医科大学との
包括的協力協定に基づく事業を
展開するとともに、大学間連携
の在り方等について、継続的に
協議を行う。

⑧ 　農学系連合大学院のあり方に
ついて関係大学と協議し、中期
目標期間中に方向性を明確化す
る。

⑦ 　農学系連合大学院のあり方に
ついて関係大学と協議する。

⑧ 　自然科学系新大学院構想(平
成18年度設置予定)に向け、第
１期中期目標期間中における農
学系連合大学院の連携協力の在
り方について検討を進める。

⑪ 　創造科学技術大学院の設置に
伴い、第１期中期目標期間中に
おける農学系連合大学院の連携
協力の在り方について引き続き
検討する。

⑩ 　創造科学技術大学院の設置に
伴い、第１期中期目標期間中に
おける農学系連合大学院の連携
協力の在り方について引き続き
検討する。

⑩ 　岐阜大学との農学系連合大学
院の連携協力を維持し、教育研
究に取り組む。

⑩ 　岐阜大学との農学系連合大学
院の連携協力を維持し、教育研
究に取り組む。

　他大学等との統合・再編
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

① 　教員については教育・研究、
地域連携、国際連携、管理運営
等への貢献、事務職員及び技術
職員については教育研究支援や
管理運営業務への貢献を評価
し、待遇に反映させるシステム
を中期目標期間中に構築する。

① 　評価会議による教員の教育･
研究、地域連携、国際連携、管
理運営等への貢献度評価を待遇
に反映させるシステムについ
て、人事労務制度検討会議にお
いて検討を開始する。

① 　評価会議による教員の教育･
研究、地域連携、国際連携、管
理運営等への貢献度評価を待遇
に反映させるシステム及び事務
職員及び技術職員の評価システ
ムについて、人事労務制度検討
会議において検討を進める。

① 　教員については教育･研究、
地域連携、国際連携、管理運営
等への貢献、事務職員及び技術
職員については教育研究支援や
管理運営業務への貢献を評価
し、待遇に反映させるシステム
の構築に向け、検討を進める。

① 　教員の個人評価システムを試
行するとともに、事務職員・技
術職員の評価システム及び評価
結果の待遇への反映について、
意見聴取を経て具体案の検討を
進める。

① 　教員の個人評価システムを、
試行結果を踏まえて改善し、本
格実施する。また、事務職員・
技術職員の評価システムを平成
19年度の部分試行を踏まえ、全
職員を対象に試行する。評価結
果の待遇への反映については、
引き続き検討を進める。

① 　事務職員・技術職員の評価シ
ステムを本格実施するととも
に、教職員の人事評価を処遇に
反映させるしくみを構築する。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

② 　労働時間・雇用形態の弾力的
な運用を図る。

② 　裁量労働制、変形労働時間制
を導入し、労働時間の弾力的な
運用を図る。

② 　労働時間・雇用形態の弾力的
な運用を図る。

② 　労働時間・雇用形態の弾力的
な運用を図る。

② 　労働時間・雇用形態の弾力的
な運用を図る。

② 　労働時間・雇用形態の弾力的
な運用を図る。

② 　労働時間・雇用形態の弾力的
な運用を図る。

③ 　任期制・公募制の積極的活用
により、教員の流動性を高め
る。

③ 　任期制・公募制の積極的活用
により、教員の流動性を高め
る。

③ 　任期制・公募制の積極的活用
により、教員の流動性を高め
る。

③ 　任期制・公募制の積極的活用
により、教員の流動性を高め
る。

③ 　任期制・公募制の積極的活用
により、教員の流動性を高め
る。

③ 　任期制・公募制の積極的活用
により、教員の流動性を高め
る。

③ 　任期制・公募制の積極的活用
により、教員の流動性を高め
る。

④ 　女性教職員、外国人及び障害
者の採用を積極的に進め、多様
な教職員構成を図る。

④ 女性教職員、外国人及び障害
者の採用・登用を積極的に進め
る。

④ 女性教職員、外国人及び障害
者の採用・登用を積極的に進め
る。

④ 女性教職員、外国人及び障害
者の採用・登用を積極的に進め
る。

④ 女性教職員、外国人及び障害
者の採用・登用を積極的に進め
る。

④ 男女共同参画推進室を設置
し、数値目標を掲げて女性教職
員の採用、管理職への登用を促
進する。また、外国人及び障害
者の採用・登用を進める。

④ 男女共同参画推進室が中心と
なり、数値目標を掲げて女性教
職員の採用、管理職への登用を
促進する。また、外国人及び障
害者の採用・登用を進める。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

⑤ 　事務職員の採用については、
東海地区における競争試験によ
る採用を原則とするが、専門性
の高い職種については、大学独
自の柔軟な採用制度を構築す
る。

⑤ 　事務職員の採用については、
東海・北陸地区における競争試
験による採用を原則とするが、
専門性の高い職種については、
大学独自の柔軟な採用を行う。

⑤ 　事務職員の採用については、
東海・北陸地区における競争試
験による採用を原則とするが、
専門性の高い職種については、
大学独自の柔軟な採用を行う。

⑤ 　事務職員の採用については、
東海・北陸地区における競争試
験による採用を原則とするが、
専門性の高い職種については、
大学独自の柔軟な採用を行う。

⑤ 　事務職員の採用については、
東海・北陸地区における競争試
験による採用を原則としつつ、
専門性の高い職種については、
大学独自の柔軟な採用を行う。

⑤ 　事務職員の採用については、
東海・北陸地区における競争試
験による採用を原則としつつ、
専門性の高い職種については、
大学独自の柔軟な採用を行う。

⑤ 　事務職員の採用については、
東海・北陸地区における競争試
験による採用を原則としつつ、
専門性の高い職種については、
大学独自の柔軟な採用を行う。

⑥ 　業務に即した知識を深め、具
体的な課題に対応しうる判断
力・行動力を身につけることが
できるよう、能力開発プログラ
ムを組み入れた研修の制度化を
図る。

⑥ 業務に即した知識を深め、具
体的な課題に対応しうる判断
力・行動力を身につけることが
できるよう、能力開発プログラ
ムを組み入れた研修を実施す
る。

⑥ 業務に即した知識を深め、具
体的な課題に対応しうる判断
力・行動力を身につけることが
できるよう、能力開発プログラ
ムを組み入れた研修を実施す
る。

⑥ 業務に即した知識を深め、具
体的な課題に対応しうる判断
力・行動力を身につけることが
できるよう、能力開発プログラ
ムを組み入れた研修を実施す
る。

⑥ 業務に即した知識を深め、具
体的な課題に対応しうる判断
力・行動力を身につけることが
できるよう、能力開発プログラ
ムを組み入れた研修を実施す
る。

⑥ 業務に即した知識を深め、具
体的な課題に対応しうる判断
力・行動力を身につけることが
できるよう、能力開発プログラ
ムを組み入れた研修を実施す
る。

⑥ 業務に即した知識を深め、具
体的な課題に対応しうる判断
力・行動力を身につけることが
できるよう、能力開発プログラ
ムを組み入れた研修を実施す
る。

⑦ 　採用時の研修の徹底、国内外
の民間企業、大学等への派遣研
修を行う。

⑦ 　採用時研修の充実を図る。 ⑦ 　採用時研修等の充実を図る。 ⑦ 　採用時研修等の充実を図ると
ともに、国内外の民間企業、大
学等への派遣研修の検討を行
う。

⑦ 　採用時研修等の充実を図ると
ともに、国内外の民間企業、大
学等への派遣研修を推進する。

⑦ 　採用時研修等の充実を図ると
ともに、国内外の民間企業、大
学等への派遣研修を推進すると
ともに、これまでの研修の成果
を検証する。

⑦ 　採用時研修等の充実を図ると
ともに、国内外の民間企業、大
学等への派遣研修を推進すると
ともに、これまでの研修の成果
を検証し、研修体制の整備を進
める。

⑧ 　職務内容の特性に応じて、在
任期間を長期化して事務職員の
専門能力を高める。

⑧ 　職務内容の特性に応じて、在
任期間を長期化して事務職員の
専門能力を高める。

⑧ 　職務内容の特性に応じて、在
任期間を長期化して事務職員の
専門能力を高める。

⑧ 　職務内容の特性に応じて、研
修の実施や在任期間の長期化に
より事務職員の専門能力を高め
る。

⑧ 　職務の専門性、特殊性を考慮
した在任期間や職務遂行能力の
向上案を策定する。

⑧ 　職務内容の特性に応じて、研
修の実施や在任期間の長期化に
より事務職員の専門能力を高め
る。

⑧ 　職務内容の特性に応じて、研
修の実施や在任期間の長期化に
より事務職員の専門能力を高め
る。

３　教職員の人事の適正化に関す
る目標を達成するための措置
　人事評価システムの整備・活用

　柔軟な人事制度及び多様な教職
員構成

　事務職員等の採用・養成
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

  
① 　業務の効率化、能率化を図る

ため、事務処理の簡素化、一元
化、集中化を図る。

① 財務事務の集中化、浜松キャ
ンパスにおける事務一元化を行
う。

① 　業務の効率化、能率化を図
り、事務組織を再編整備する。

① 　業務の効率化、能率化を図
り、引き続き事務組織を整備す
る。

① 　業務の効率化、能率化を図
り、引き続き事務組織を整備す
る。

① 　事務組織を整備し、業務量削
減に向けた簡素化を図る。

① 　引き続き業務の効率化、簡素
化を図る。

② 　業務情報の一元化を推進す
る。

② 　業務情報のデータベース化に
向けた検討を開始する。

② 　業務情報のデータベース化に
向け、全学的組織を設置し、シ
ステムを構築する。

② 　業務情報の一元化に向け、全
学的組織を設置し、システムを
構築する。

② 　全学的組織を設置し、業務情
報の一元化に向けた検討を進め
る。

② 　業務情報の一元化に向け、段
階的にシンクライアントの導入
を図る。

② 　引き続き業務情報の一元化に
向け、段階的にシンクライアン
トの導入を図る。

③ 　アウトソーシング可能な業務
について検討し、導入を図る。

③ 　新たなアウトソーシング可能
な業務について検討する。

③ 　業務のアウトソーシングを進
める。

③ 　アウトソーシング可能な業務
について検討し、導入を進め
る。

③ 　アウトソーシング可能な業務
について検討し、さらに導入を
進める。

③ 　アウトソーシングした業務に
ついて、その効果を検証し、改
善に努めるとともに、導入を促
進する。

③ 　アウトソーシングした業務に
ついて、その効果を検証し、改
善に努めるとともに、導入を促
進する。

  
④ 　全学の情報基盤を統合的に管

理する体制を構築し、より効率
的な業務情報化と、より効果的
な研究・教育への情報サービス
の実現を目指す。

④ 　全学の情報基盤を統合的に管
理する体制の構築に向け検討を
開始する。

④ 　全学の情報基盤を統合的に管
理する体制の構築に向け検討を
開始する。

④ 　全学の情報基盤を統合的に管
理する体制を構築する。

④  全学の情報基盤を統合的に管
理する体制を構築する。

④  情報戦略ワーキングでの答申
を受け、全学の情報基盤を統合
的に管理する体制を構築する。

④ 　全学の情報基盤を統合的に管
理する体制を構築する。学生
サービスを重視した情報基盤の
整備に努める。

① 　部局ごとに外部研究資金獲得
のための申請件数及び受入額の
目標を設定するなど、研究マネ
ジメント機能を強化する。

① 部局ごとに平成17年度科学研
究費補助金の申請件数及び受入
額の目標を設定する。

① 部局ごとに科学研究費補助金
の申請件数及び受入額の目標を
設定する。

① 平成22年度科学研究費補助金
の申請率を文系60％、理系90％
となるよう、部局ごとに年度数
値目標を設定し、申請件数及び
受入額の増加を目指す。

① 　部局ごとに平成22年度科学研
究費補助金の目標申請率文系
60％、理系90％の達成を目指
す。また、研究戦略会議が中心
となって、外部資金獲得のサ
ポート体制を検討する。

① 　部局ごとに平成22年度科学研
究費補助金の目標申請率文系
60％、理系90％の達成を目指
す。また、外部資金獲得部会に
おいて、戦略的に外部資金獲得
の方策を検討する。

① 　部局ごとに平成22年度科学研
究費補助金の目標申請率文系
60％、理系90％の達成を目指
す。また、外部資金獲得部会に
おいて、戦略的に外部資金獲得
の方策を検討する。

② 　イノベーション共同研究セン
ターを基盤に、各部局との連携
を強化し、産学連携、地域貢献
を促進しつつ、自己収入の増加
を目指す。

② 　役員会の下に研究戦略会議を
設置し、産学連携、地域貢献を
促進しつつ、自己収入の増加を
目指す。

② 　研究戦略会議において方針を
策定し、産学連携、地域貢献を
促進しつつ、自己収入の増加を
目指す。

② 　研究戦略会議において方針を
策定し、産学連携、地域貢献を
促進しつつ、自己収入の増加を
目指す。

② 　研究戦略会議において方針を
策定し、産学連携、地域貢献を
促進しつつ、自己収入の増加を
目指す。

② 　イノベーション共同研究セン
ターを基盤に、各部局との連携
を強化し、産学連携、地域貢献
を促進し、自己収入を確保す
る。

② 　イノベーション共同研究セン
ターを基盤に、各部局との連携
を強化し、産学連携、地域貢献
を促進し、自己収入を確保す
る。

③ 　大学の保有する機器を活用し
た試験、調査などの受託を積極
的に進める。

　 　 ③ 　研究戦略会議において、大学
の保有する機器を活用した試
験、調査などの受託を積極的に
進めるための方策を検討する。

③ 　大学の保有する機器の調査等
をもとに料金設定・関係規則整
備等、受入れに当たっての環境
を整備する。

③  大学の保有する機器を活用し
た試験、調査などの受託を積極
的に進めるため、広報活動を徹
底する。

③ 　機器分析センター等を中心と
して、大学の保有する機器を活
用した試験、調査などの受託を
積極的に進める。

③ 　機器分析センター等を中心と
して、大学の保有する機器を活
用した試験、調査などの受託を
積極的に進める。

  
④ 　既存の組織を基礎に新たな学

内組織を整備し、(1)公開講座の

充実､(2)ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援講座等の専
門講座開催等の､新たな大学教
育開放ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発､(3)科目等
履修生募集への意識的取り組み
（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､学外説明
会開催等）等を行い、事業収入
を増加させる。

③ 　ビジネス支援講座等の、新た
な大学開放プログラムを開発す
る。

④ 　市民向け開放授業等の新たな
大学開放プログラムを開発す
る。また、生涯学習教育研究セ
ンター等の既存の組織を見直
し、収入増を図るための多様な
施策を検討する。

④ 　各種講座、市民開放授業の充
実を図るとともに、科目等履修
生の受入等の多様な施策を実施
し、事業収入の増加を図る。

④  各種講座、市民開放授業の充
実を図るとともに、科目等履修
生の受入、施設の貸出し等の多
様な施策を実施し、事業収入の
増加を図る。

④  各種講座、市民開放授業の充
実を図るとともに、科目等履修
生の受入、施設の貸出し等の多
様な施策により、社会的ニーズ
に応えつつ、事業収入を確保す
る。

④ 　各種講座、市民開放授業の充
実を図るとともに、科目等履修
生の受入、施設の貸出し等の多
様な施策により、社会的ニーズ
に応えつつ、事業収入を確保す
る。

　収入を伴う事業の実施

１　外部研究資金その他の自己収
入の増加に関する目標を達成する
　外部資金の獲得

Ⅲ　財務内容の改善に関する目標を
達成するためにとるべき措置

４　事務等の効率化・合理化に関
する目標を達成するための措置
　事務組織の機能、編成の見直し

　学内情報基盤整備
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① 　総人件費改革の実行計画を踏
まえ、平成21年度までに概ね
４％の人件費の削減を図るとと
もに、教職員の適性配置に努め
る。

① 　役員会の下に予算管理委員会
を設置し、光熱水費、通信費、
消耗品費などの管理運営経費を
計画的に抑制する。

① 　組織・人事管理委員会におい
て、教職員の適正配置を図り、
人件費の抑制に努める。

① 　人事管理計画の策定等を通じ
て、概ね１％の人件費を削減す
る。

① 　人事管理計画の策定等を通じ
て、概ね１％の人件費を削減す
る。

① 　人事管理計画の策定等を通じ
て、概ね１％の人件費を削減す
る。教員に関しては、定員管理
方式から人件費の総額方式に変
更し、柔軟な人員配置に努め
る。

① 　人事管理計画の策定等を通じ
て、概ね１％の人件費を削減す
る。教員に関しては、人件費の
総額管理方式により、柔軟な人
員配置に努める。

② 　光熱水費、通信費、消耗品費
などの管理運営経費を全学で計
画的に抑制する。

② 　役員会の下に組織・人事管理
委員会を設置し、教職員の適正
配置を図り、人件費の抑制に努
める。

② 　予算管理委員会において、光
熱水費、通信費、消耗品費など
の管理運営経費を計画的に抑制
する。

② 　予算管理委員会において、光
熱水費、通信費、消耗品費など
の管理運営経費を計画的に抑制
する。

② 　光熱水費、通信費、消耗品費
などの管理運営経費を、経費節
減実施計画表に基づいて抑制す
る。

② 　光熱水費、通信費、消耗品費
などの管理運営経費を、経費節
減実施計画に基づいて抑制す
る。

② 　光熱水費、通信費、消耗品費
などの管理運営経費を、経費節
減実施計画に基づいて抑制す
る。

① 　全学的に既に稼動している
「静岡大学教員データベース」
を一層充実させて、評価のため
の情報基盤を絶えず強化する。

① 　全学的に既に稼動している
「静岡大学教員データベース」
を一層充実させて、評価のため
の情報基盤を強化する。

① 　静岡大学教員データベースの
内容を充実させ、評価のための
情報基盤を強化する。

① 　静岡大学教員データベースの
内容を充実させ、評価のための
情報基盤を強化する。

① 　評価のための情報基盤を強化
するため、静岡大学教員データ
ベースの仕組みを検証する。

① 　「静岡大学教員データベー
ス」のシステム更新について、
機能性の高いシステムの仕様を
検討する。

① 　「静岡大学教員データベー
ス」のシステム更新作業を進め
るとともに、データの一層の充
実に向けた活動を強化する。

② 　教育、研究、管理運営、地域
連携、国際連携等に対する各部
局等の活動及び教員個々の活動
について評価を行うシステム
を、平成18年度を目途に構築す
る。

② 　教育、研究、管理運営、地域
連携、国際連携等に対する各部
局等の活動及び教員個々の活動
について評価を行うシステムの
構築に向け、評価会議において
検討を進める。

② 　教育、研究、管理運営、地域
連携、国際連携等に対する各部
局等の活動及び教員個々の活動
について評価を行うシステムの
構築に向け、評価会議において
検討を進める。

② 　評価システムに基づく教員
個々の評価の具体的実施方法に
ついて、評価会議において検討
を進める。

② 　評価会議において、各部局等
の自己点検評価のシステムを策
定するとともに、教員の個人評
価を試行する。

② 　平成19年度から20年度に実施
する、各部局等による自己点検
評価の結果をまとめるととも
に、教員の個人評価の試行結果
に基づいたシステムの改善を図
り、本格実施する。

② 　各部局等の自己点検評価及び
教員の個人評価にかかるシステ
ムの円滑な運用を目指し、改善
を行う。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

① 　教育目標と教育内容を刊行物
及びホームページ上でより積極
的に公開する。

① 　教育目標と教育内容を刊行物
及びホームページ上でより積極
的に公開する。

① 　教育目標と教育内容を刊行物
及びホームページ上でより積極
的に公開する。

① 　教育目標と教育内容を刊行物
及びホームページ上でより積極
的に公開する。

① 　教育目標と教育内容を刊行物
及びホームページ上で、より積
極的に公開する。

① 　平成19年度に策定した新たな
教育理念、目標等について、刊
行物及びホームページ上で、積
極的に公開し、特に本学教職員
及び学生への浸透を図る。

① 　教育理念・目標等について、
刊行物及びホームページ上で、
積極的に公開し、本学教職員及
び学生への浸透を図る。

② 　研究情報及び研究成果等を
ホームページ上で公開する。

② 研究情報及び研究成果等を
ホームページ上で公開する。

② 研究情報及び研究成果等を
ホームページ上で公開する。

② 研究情報及び研究成果等を
ホームページ上で公開する。ま
た、学術成果リポジトリ構築に
向け、検討を行う。

② 研究情報及び研究成果等を
ホームページ上で公開する。ま
た、学術成果リポジトリ構築に
向け、引き続き検討を行う。

② 研究情報及び研究成果等を
ホームページ上で公開する。ま
た、附属図書館を中心として、
学術成果リポジトリの円滑な運
用を図る。

② 研究情報及び研究成果等を
ホームページ上で公開する。ま
た、附属図書館を中心として、
学術成果リポジトリの円滑な運
用を図る。

③ 　学内刊行物の集約化を図り、
その電子化を進める。

③ 　学内刊行物の集約化を図り、
その電子化を進める。

③ 　学内刊行物の集約化を図り、
その電子化を進める。

③ 　学内刊行物の集約化を図り、
その電子化を進める。

③ 　学内刊行物の集約化を図り、
その電子化を進める。

③ 　学内刊行物の集約化・電子化
の達成状況を検証し、未対応の
刊行物の電子化等を促進する。

③ 　学内刊行物の集約化を図り、
その電子化を進める。

④ 　広報に関する窓口を一本化
し、外部からのアクセスを容易
にする。

④ 　広報に関する窓口を一本化
し、外部からのアクセスを容易
にする。

④ 　ホームページを充実し、外部
からのアクセスを容易にする。

④ 　ホームページを充実し、外部
からのアクセスを容易にする。

④ 　ホームページを充実し、外部
からのアクセスを容易にする。

④ 　ホームページのコンテンツ設
定やページ構成・内容を改善
し、積極的な情報発信を行う。

④ 　ホームページのコンテンツ設
定やページ構成・内容を改善
し、積極的な情報発信を行う。

Ⅳ　自己点検・評価及び情報の提供
に関する目標を達成するためにとる
１　評価の充実に関する目標を達
成するための措置

２　経費の抑制に関する目標を達
成するための措置

２　情報公開等の推進に関する目
標を達成するための措置
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① 　実験研究の高度化や情報化の

進展に沿った施設設備の充実を
図る。

① 　教育研究設備及び福利厚生施
設の整備充実を図る。

① 　高度化、情報化の進展に沿った
施設設備の充実を図るために整備
水準を策定する。

① 　教育研究設備の整備充実を図
る。

① 　教育研究設備の整備充実を図
る。

① 　教育研究設備の整備充実を図
る。

① 　教育研究設備の整備充実を図
る。

② 　学生の福利厚生施設の整備充
実を図る。

　 　 ② 　学生の福利厚生施設の実態調
査の実施と、課題の整理を行
い、充実に向けた整備水準を策
定する。

② 　学生の福利厚生施設の整備充
実を図る。

② 　学生の福利厚生施設の整備充
実を図る。

② 　学生の福利厚生施設の整備充
実を図る。

② 　学生の福利厚生施設の整備充
実を図る。

③ 　校舎等の老朽化改善・再生整
備を行う。

　 　 ③ 　校舎等の老朽化改善・再生整
備を図る。

③ 　校舎等の老朽化改善・再生整
備を図る。

③ 　校舎等の老朽化改善・再生整
備を図る。

③ 　校舎等の老朽化改善・再生整
備を図る。

③ 　校舎等の老朽化改善・再生整
備を図る。

④ 　大規模災害に対する施設設備
の安全性能を確認の上、不良な
点は速やかに改善する。

② 　大規模災害に対する施設設備
の安全性能を確認の上、不良な
点は速やかに改善する。

④ 　大規模災害に対する施設設備
の安全性能を確認の上、不良な
点は速やかに改善する。

④ 　大規模災害に対する施設設備
の安全性能を確認の上、不良な
点は速やかに改善する。

④ 　大規模災害に対する施設設備
の安全性能を確認の上、不良な
点は速やかに改善する。

④ 　大規模災害に対する施設設備
の安全性能を確認の上、不良な
点は速やかに改善する。

④ 　大規模災害に対する施設設備
の安全性能を確認の上、不良な
点は速やかに改善する。

⑤ 　室内環境の把握に努めるとと
もに外部に有害物質を排出しな
い施設設備を整備する。

　 　 ⑤ 　室内環境の把握に努めるとと
もに改善を要する箇所は速やか
に行う。

⑤ 　室内環境の把握に努めるとと
もに外部に有害物質を排出しな
い施設設備を整備する。

⑤ 　室内環境の把握に努めるとと
もに外部に有害物質を排出しな
い施設設備を整備する。

⑤ 　室内環境の把握に努めるとと
もに外部に有害物質を排出しな
い施設設備を整備する。

⑤ 　室内環境の把握に努めるとと
もに外部に有害物質を排出しな
い施設設備を整備する。

⑥ 　ハートビル法に準拠した施設
の改善を行い、ユニバーサルデ
ザインを導入する。

　 　 ⑥ 　ハートビル法に準拠した施設
の改善に向け現状調査を行い、
課題を抽出し整備水準を策定す
る。

⑥ 　ハートビル法に準拠した施設
の改善を行い、ユニバーサルデ
ザインを導入する。

⑥ 　ハートビル法に準拠した施設
の改善を行い、ユニバーサルデ
ザインを導入する。

⑥ 　ハートビル法に準拠した施設
の改善を行い、ユニバーサルデ
ザインを導入する。

⑥ 　障害者、高齢者等に配慮した
施設の改善を行い、ユニバーサ
ルデザインを導入する。

⑦ 　教育研究の場にふさわしい屋
外環境の整備を行う。

　 　 ⑦ 　屋外環境の実態の把握と課題を
抽出し整備水準を策定する。

⑦ 　教育研究の場にふさわしい屋
外環境の整備を行う。

⑦ 　教育研究の場にふさわしい屋
外環境の整備を行う。

⑦ 　教育研究の場にふさわしい屋
外環境の整備を行う。

⑦ 　教育研究の場にふさわしい屋
外環境の整備を行う。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

⑧ 　施設マネジメント体制を確立
して、施設等の適切な共同利用
や再配分を積極的に進め、効率
的活用を図る。

③ 　役員会の下に施設マネジメン
ト委員会を設置し、施設等の適
切な共同利用や再配分を積極的
に進め、効率的活用を図る。

⑧ 　施設マネジメント委員会において
審議した有効活用に関する指針に
基づき、施設等の適切な共同利用
や再配分を積極的に進めるため
整備モデルを策定する。

⑧ 　施設マネジメント委員会にお
いて、施設等の適切な共同利用
や再配分を積極的に進め、効率
的活用を図る。

⑧ 　施設マネジメント委員会にお
いて、施設等の適切な共同利用
や再配分を積極的に進め、効率
的活用を図る。

⑧ 　施設マネジメント委員会にお
いて、施設等の適切な共同利用
や再配分を積極的に進め、効率
的活用を図る。

⑧ 　施設マネジメント委員会にお
いて、施設等の適切な共同利用
や再配分を積極的に進め、効率
的活用を図る。

⑨ 　施設に関する自己点検評価を
徹底し、それに基づく有効な利
活用を図る。

④ 　施設に関する自己点検評価を
徹底し、一元管理の下に、計画
的な建物の維持保全及び管理の
方策を作成する。

⑨ 　施設に関する自己点検評価を徹
底し、それに基づく有効な利活用
を推進する。

⑨ 　施設に関する自己点検評価を
徹底するとともに、計画的な建
物の維持保全及び管理を行い有
効な利活用を図る。

⑨ 　施設に関する自己点検評価を
徹底するとともに、計画的な建
物の維持保全及び管理を行い有
効な利活用を図る。

⑨ 　施設に関する自己点検評価を
徹底するとともに、計画的な建
物の維持保全及び管理を行い有
効な利活用を図る。

⑨ 　施設に関する自己点検評価を
徹底するとともに、計画的な建
物の維持保全及び管理を行い有
効な利活用を図る。

⑩ 　計画的な建物の維持保全及び
管理の方策を作成し実施する。

　 　 ⑩ 　施設に関する自己点検評価を徹
底し、一元管理の下に、計画的な
建物の維持保全及び管理の方策
を作成し実施する。

⑩ 　建物の維持保全及び管理を計
画的に実施する。

⑩ 　建物の維持保全及び管理を計
画的に実施する。

⑩ 　建物の維持保全及び管理を計
画的に実施する。

⑩ 　建物の維持保全及び管理を計
画的に実施する。

⑪ 　情報基盤整備として、安全で
優れた性能を有する学内ネット
ワークとその運営体制を再構築
し、全学への情報サービスの一
元化を図る。

　 　 ⑪ 　平成18年度の全学ネットワー
ク更新に向け、学内ネットワー
クの運営体制を再検討する。

⑪ 　情報基盤整備を行い、情報
サービスの一元化を図る。

⑪ 　情報基盤整備を行い、情報
サービスの一元化を図る。

⑪ 　年次計画に基づく情報基盤整
備を行い、情報サービスの一元
化を図る。

⑪ 　年次計画に基づく情報基盤整
備を行い、情報サービスの一元
化を図る。

１　施設設備の整備等に関する目
標を達成するための措置

Ⅴ　その他業務運営に関する重要目
標を達成するためにとるべき措置

　施設等の整備

　施設等の有効活用及び維持管理
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

① 　防犯警備体制の強化を図る。 ① 　防犯警備体制の強化を図る。 ① 　防犯警備体制の強化を図る。 ① 　防犯警備体制の強化を図る。 ① 　役員会において、防犯警備体
制の強化を含め、危機管理に対
して、全学的・総合的な危機管
理体制の確立に向けて検討す
る｡

① 　防犯警備のための巡回の徹底
を図り、照明設備の設置等の防
犯対策を検討する。

① 　防犯警備のための巡回の徹底
を図り、照明設備の設置等の防
犯体制を充実させるとともに、
全学的・総合的な危機管理体制
を確立する。

② 　危険薬品類の取扱いや研究
室・実験室等の薬品等の管理に
係る規則・マニュアルをもとに
学内の教職員及び学生の安全管
理に対する日常の管理につい
て、定期的点検を実施する。

② 　危険薬品類の取扱いや有害廃
液処理等の管理に係る規則・マ
ニュアルを再点検し、安全管
理・安全教育を徹底させる。

② 　危険薬品類の取扱いや有害廃
液処理等の管理に係る規則・マ
ニュアルにより定期点検を実施
する。

② 　危険薬品類の取扱いや有害廃
液処理等の管理に係る規則・マ
ニュアルにより定期点検を実施
する。

② 　危険薬品類の取扱いや、有害
廃液処理等の管理に係る規則・
マニュアルにより定期点検を実
施する。

② 　危険薬品類の取扱いや、有害
廃液処理等の管理に係る規則・
マニュアルにより定期点検を実
施する。

② 　危険薬品類の取扱いや、有害
廃液処理等の管理に係る規則・
マニュアルにより定期点検を実
施する。

③ 　有害廃液処理・実験等に使用
する化学薬品の管理、日常の心
構え等について教育・研修を行
い、安全対策の徹底を図る。

　 ③ 　有害廃液処理・実験等に使用
する化学薬品の管理、日常の心
構え等について教育・研修を行
い、安全対策の徹底を図る。

③ 　有害廃液処理・実験等に使用
する化学薬品の管理、日常の心
構え等について教育・研修を行
い、安全対策の徹底を図る。

③ 　有害廃液処理・実験等に使用
する化学薬品の管理、日常の心
構え等について教育・研修を行
い、安全対策の徹底を図る。

③ 　有害廃液処理・実験等に使用
する化学薬品の管理、日常の心
構え等について教育・研修を行
い、安全対策の徹底を図る。

③ 　有害廃液処理・実験等に使用
する化学薬品の管理、日常の心
構え等について教育・研修を行
い、安全対策の徹底を図る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

④ 　教職員の健康、安全を図るた
め、安全衛生管理体制を恒常的
に見直す。

③ 　安全衛生企画調整ワーキング
グループを設置し、以下の事項
について検討する。

④ 　教職員の健康、安全を図るた
め、安全衛生管理体制を恒常的
に見直す。

④ 　教職員の健康、安全を図るた
め、安全衛生管理体制を恒常的
に見直す。

④ 　教職員の健康、安全を図るた
め、安全衛生管理体制を恒常的
に見直す。

④ 　教職員の健康、安全を図るた
め、安全衛生管理体制を恒常的
に見直す。

④ 　教職員の健康、安全を図るた
め、安全衛生管理体制を恒常的
に見直す。

－有機溶剤中毒予防及び特定化
学物質等障害予防規則による適
用除外申請業務に関すること

－作業環境測定業務に係る本学
の取り扱いに関すること

－機械及び薬品の適正管理に関
すること

⑤ 　教職員・学生に対し、事故発
生時の初動対応の徹底を図る。

④ 　事故発生時の初動対応マニュ
アルを整備する。

⑤ 　事故発生時の初動対応マニュ
アルに基づいて研修・訓練を行
う。

⑤ 　事故発生時の初動対応マニュ
アルに基づいて研修・訓練を行
う。

⑤ 　事故発生時の初動対応マニュ
アルに基づいて研修・訓練を行
う。

⑤ 　事故発生時の初動対応マニュ
アルに基づいて研修・訓練を行
う。また実効性のある新たなマ
ニュアルの策定を進める。

⑤ 　事故発生時の初動対応マニュ
アルに基づいて研修・訓練を行
う。また、実効性のある新たな
マニュアルを刊行・配布する。

⑥ 　実験に使用する薬品の購入管
理、使用管理、廃液処理までの
総合管理システムを構築する。

　 　 ⑥ 　実験に使用する薬品の購入管
理、使用管理、廃液処理までの
総合管理システムの構築に向
け、検討を進める。

⑥ 　実験に使用する薬品の購入管
理、使用管理、廃液処理までの
総合管理システムの構築に向
け、検討を進める。

⑥ 　実験に使用する薬品の購入管
理、使用管理、廃液処理までの
総合管理システムの構築に向
け、検討を進める。

⑥ 　実験に使用する薬品の購入管
理、使用管理、廃液処理までの
総合管理システムの構築に向
け、引き続き検討を進める。な
お、先行して、薬品類について
は、毒物・劇物薬品の「薬品管
理システム」を導入する。

⑥ 　「薬品管理システム」の円滑
な運用を図りとともに、実験に
使用する薬品の購入管理、使用
管理、廃液処理までの総合的な
管理システムを構築する。

２　安全管理に関する目標を達成
するための措置
　学生等の安全確保

労働安全衛生法等をふまえた安全
管理・事故防止
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■ 国立大学法人静岡大学 中期計画・年度計画(平成16-21年度)  2009.03.31
  　 企10-015

平成１９年度 年度計画 平成２０年度 年度計画 平成２１年度 年度計画平成１８年度 年度計画平成１７年度 年度計画平成１６年度 年度計画中　　期　　計　　画

⑦ 　学生に対する地震･防災教育
の一環として、地震と防災に関
する授業科目の充実を図る。

⑤ 　新入生セミナー及び総合科目
において学生に対する地震･防
災教育の充実を図る。

⑦ 　新入生セミナー及び総合科目
において学生に対する地震･防
災教育の充実を図る。

⑦ 　新入生セミナー及び総合科目
において学生に対する地震･防
災教育の充実を図る。

⑦ 　新入生セミナー及び総合科目
において、学生に対する地震･
防災教育の充実を図る。

⑦ 　新入生セミナー及び学際科目
において、学生に対する地震･
防災教育の充実を図る。

⑦ 　新入生セミナー及び学際科目
において、学生に対する地震･
防災教育の充実を図る。

⑧ 　緊急時に対応可能な学内防災
体制組織を確立する。

⑥ 　緊急時に対応可能な学内防災
体制組織を確立する。

⑧ 　緊急時に対応可能な学内防災
体制組織の一層の連携強化を図
る。

⑧ 　緊急時に対応可能な学内防災
体制組織の一層の連携強化を図
る。

⑧ 　緊急時に対応可能な学内防災
体制組織の一層の連携強化を図
る。

⑧ 　緊急時に対応可能な学内防災
組織体制の一層の連携強化を図
る。

⑧ 　緊急時に対応可能な学内防災
組織体制の一層の連携強化を図
る。

⑨ 　学生・教職員等の安否確認体
制の早期実現を図る。

⑦ 　学生・教職員等の安否確認体
制の早期実現を図る。

⑨ 　学生・教職員等の安否確認体
制の早期実現を図る。

⑨ 　学生・教職員等の安否確認体
制の早期実現を図る。

⑨ 　防災対策委員会において、学
生・教職員等の安否確認体制の
早期実現を図る。

⑨ 　携帯電話を利用した学生の安
否確認システムを、静岡県立大
学と連携して開発する。また、
教職員を含めた安否確認体制を
策定する。

⑨ 　携帯電話等を利用した学生・
教職員等の安否確認システムを
稼動させる。

⑩ 　地域住民との防災ネットワー
クを強化するとともに、地方自
治体との連携を整備する。

⑧ 　教職員、学生、地域住民から
なる防災ネットワークを強化す
るために、防災ネットワークセ
ンターを設置する。

⑩ 　防災･ボランティアセンター
を中心に、地域住民との防災
ネットワーク及び地方自治体と
の連携の充実を図る。

⑩ 　防災･ボランティアセンター
を中心に、地域住民との防災
ネットワーク及び地方自治体と
の連携の充実を図る。

⑩ 　防災･ボランティアセンター
を中心に、地域住民との防災
ネットワーク及び地方自治体と
の連携の充実を図る。

⑩ 　防災･ボランティアセンター
を中心に、地域住民との防災
ネットワーク及び地方自治体と
の連携の充実を図る。

⑩ 　防災総合センターを中心に、
地域住民との防災ネットワーク
及びしずおか防災コンソーシア
ム等、地方自治体との連携の充
実を図る。

⑪ 　学生ボランティアを養成・支
援し、有事の際の協力体制を構
築する。

⑨ 　学生防災ボランティアを養
成・支援し、有事の際の協力体
制を構築する。

⑪ 　防災･ボランティアセンター
を中心に、学生防災ボランティ
アの養成・支援を実施する。

⑪ 　防災･ボランティアセンター
を中心に、学生防災ボランティ
アの養成・支援を実施する。

⑪ 　防災･ボランティアセンター
を中心に、学生防災ボランティ
アの養成・支援を実施する。

⑪ 　防災･ボランティアセンター
を中心に、学生防災ボランティ
アの養成・支援を行う。

⑪ 　防災総合センターを中心に、
学生防災ボランティアの養成・
支援を行う。

⑫ 　地震発生時の初動体制を確立
するため、有効で実用的な防災
トレーニングを実施するととも
に、教職員、学生への一層の周
知徹底を図る。

⑩ 　地震発生時の初動体制を確立
するため、有効で実用的な防災
トレーニングを実施するととも
に、教職員、学生への一層の周
知徹底を図る。

⑫ 　地震発生時の初動体制を確立
するため、有効で実用的な防災
トレーニングを実施するととも
に、教職員、学生への一層の周
知徹底を図る。

⑫ 　地震発生時の初動体制を確立
するため、有効で実用的な防災
トレーニングを実施するととも
に、教職員、学生への一層の周
知徹底を図る。

⑫ 　地震発生時の初動体制を確立
するため、有効で実用的な防災
トレーニングを実施するととも
に、教職員、学生への一層の周
知徹底を図る。

⑫ 　地震発生時の初動体制を確立
するため、有効で実用的な防災
トレーニングを実施するととも
に、教職員、学生への一層の周
知徹底を図る。

⑫ 　地震発生時の初動体制を確立
するため、有効で実用的な防災
トレーニングを実施するととも
に、教職員、学生への一層の周
知徹底を図る。

⑬ 　大学キャンパスが有事の際の
避難地としての機能を果たすた
めに、避難場所、食糧備蓄等の
計画・整備を行う。

⑪ 　大学キャンパスが有事の際の
避難地としての機能を果たすた
めに、避難場所、防災倉庫等の
整備を行う。

⑬ 　大学キャンパスが有事の際の
避難地としての機能を果たすた
めに、避難場所、防災倉庫等の
整備及び食糧の備蓄方法等を検
討する。

⑬ 　大学キャンパスが地震の際の
避難地としての機能を果たすた
めに、避難場所、防災倉庫を整
備し、食糧等の備蓄を進める。

⑬ 　大学キャンパスが地震の際の
避難地としての機能を果たすた
めに、避難場所、防災倉庫を整
備し、食糧等の備蓄を進める。

⑬ 　大学キャンパスが地震の際の
避難地としての機能を果たすた
めに、避難場所、防災倉庫を整
備し、食糧等の備蓄を進める。

⑬ 　大学キャンパスが地震の際の
避難地としての機能を果たすた
めに、避難場所、防災倉庫を整
備し、食糧等の備蓄を進める。

※ 予算、収容定員数に関する別表は省略。

「東海地震」を想定した防災体制
の確立
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